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用語一覧  
 
 

用語  定義  

逃亡 国際移住に関する法的手続とその結果を避けるために、入国管理

当局との接触を避けるために個人が取る行動。 

収容代替措置 本研究では、収容代替措置は、国際移住資格について決着が図ら

れている段階、あるいは、当該国からの強制送還または退去強制

を待っている段階で難民認定申請者、難民、国際移住者が移動の

自由を得てコミュニティ内に居住することを認める法律、政策ま

たは実務と定義した。 

収容の代替形態 移動の自由を大幅に制限する、または、完全に否定することを意

図した管理形態は、収容の一形態と見なされてきた。 

庇護申請者 「難民認定申請者」参照。 

難民認定申請者 難民としての認定を求める申請を行ったが、まだその申請につい

ての最終的な決定を受けていない国際移住者または無国籍者。 

ケース解決 領土内での在留の許可または領土外への出国を含む入国管理問題

に関する最終的帰結。 

閉鎖型宿泊施設 人々が施設内で動き回ることはできるが、敷地の外に出ることが

できない宿泊施設。なお、他の状況では、「閉鎖的」という語を

被収容者が通常自分の部屋から出ることを許されない収容施設を

記述するために使用する場合もある。 

コンプライアンス	
 

（順守） 
国際移住資格について決着が図られている段階、あるいは、当該

国からの強制送還または退去強制を待っている段階で、入国管理

当局によって課される定式化された期待または条件を順守して行

動すること。自立的帰国と比較。 

収容 「・・・刑務所、閉鎖型キャンプ、収容施設または空港のトランジ

ット区域などの厳格に境界が設定された場所あるいは制限された場

所であり、移動の自由が相当程度制限され、領土から退去する以外

この限られた区域から出る機会がない場所での隔離」UNHCR
（1999年）「難民認定申請者の収容に関して適用される判断基準
および基準に関する UNHCRガイドライン」（1999年 2月） 
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強制送還 ある国際移住者の入国を拒否した後、または、在留資格を剥奪あ

るいは在留資格を付与しなかった後、自国の領域から当該国際移住

者を退去させる国家の行為。 

強制的出国 「強制送還」参照。 

入管収容 「収容」参照。 

自立的出国 国際移住者が指定された期限内にある国から出国する義務を順守す

ること。 

非正規国際移住者 ある国への入国、滞在または在留の条件を満たしていない、あるい

はもはや満たしていない国際移住者。 

国際移住者 ある国の領域内にいる別の国の市民または別の領域から来た無国

籍者。 

開放型宿泊施設 人々が敷地外からの出入りを自由にできる宿泊施設。 

収容は必要でないとい

う推定 
収容は必要でないという推定は、自由に対する権利、恣意的な収容

からの保護に対する権利が第一に適用されることを確保する法律、

政策、慣行を指す。 

レセプションセンター 「開放型宿泊施設」参照。 

難民 1951年難民の地位に関する条約に基づいて、正当な主張を有する
と、権限を有する当局により認められた者。 

無国籍者 いかなる国によっても市民とみなされない個人。 

在留資格の解決 「ケース解決」参照。 

UNHCR 国連難民高等弁務官事務所 

自主出国 例えば在留を追求する法的手段がまだ残されているような場合など

に、まったく自発的に出国するという国際移住者の決定。 

 
これらの定義の多くは、欧州移住ネットワーク（2010）「庇護および国際移
住用語集：より良い比較のためのツール」に記載されている定義を参考にし

ている。検索した URL	
 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ab25b972.html	
  
検索日 30.03.2011 
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知見とそれらの含意  
 

国際人権法および人権基準は、入管収容を使用する場合を、個々の事

例において他のすべての選択肢が不十分であることが確認された後、例外的

なケースに限って最終手段として使用されるべきであることを明確にしてい

る。国際人権法および国際人権基準は、入管収容は、他の全ての選択肢が不

十分であると個別に証明された例外的な事例において、最終手段としてのみ

使用されるべきことを明らかにしている。まず、より苦痛の少ない選択肢を

考慮するよう当局に対し明確な指示が示されているにもかかわらず、それが

如何に組織的に達成され得るかについてほとんど明確化されていないのが現

状である。 
本研究は、この隙間を埋めるべく実施された。その狙いは、国際移住

資格が検討されている間、あるいは、強制送還または国からの退去を待って

いる間、難民認定申請者、難民および国際移住者が移動の自由を享受してコ

ミュニティのなかで暮らすことを認める法律、政策または実務を特定し、紹

介することにある。この目的を達成するため、既存の文献の詳細な検討、28
カ国 88人の参加者を対象としたオンラインでの国際的アンケート調査、57
人の参加者と 8回の現地訪問による徹底的なインタビューを含む 9カ国での
国際的なフィールド・ワークを実施した。参加者には、各国政府、NGO、国
際人権団体、国連の主要機関の担当者が含まれる。 

本研究では、収容が例外的な事例における最終手段としてのみ適用さ

れることを確保することによって、不必要な収容を防止するのに役立つさま

ざまな現行メカニズムが特定された。とりわけ、本研究により、不必要な収

容を防止するための最も重要な方針が、「収容代替措置」プログラムという

伝統的な発想にではなく、誰を収容すべきかを決定する決定プロセスと個々

の収容理由に存在することが明らかになった。さらに、少数の事例または短

期間にのみ収容を使用している国は、「収容代替措置」プログラムを利用し

ていると自覚していなかった。これらの国での通常の対応は、コミュニティ

環境下でほとんどの非正規国際移住者を管理するというものであった。 
本研究では、コミュニティ・マネジメント・プログラムの成功例に共

通した特徴も特定することができた。また、可能なかぎり、これらの要素が

コンプライアンス（順守）、コスト、健康、福祉の面での結果に寄与した理

由も明らかにした。そのような「収容代替措置」プログラムは、コミュニテ

ィの中に暮らしながら個人を入管手続に関与させ続けるためのさまざまな戦

略を用いている。そのような「収容代替措置」プログラムでは、マネジメン

ト・システムの一環として住居施設を利用することもあるが、当人がどこに

いるかは特に重要ではない。それよりも重要なのは、各事例の評価、そして、

当事者が当局と共に自身の国際移住資格の決着に向けて努力することを最大

限可能にするために必要な構造と条件をコミュニティ環境が備えているよう

確保することである。 
本研究では、この政策分野に対して長所重視のアプローチを採用する

ことによって、一定範囲の国での前向きな事例を把握し、それらを 1つの枠
組みに統合することができた。コミュニティ評価・居住モデル（CAPモデ
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ル）は、不必要な収容を防止し、またそれが行われる可能性を少なくする 5
つのステップを指摘している。このステップは以下のとおりである。 
 

1. 収容が必要ではないと推定する。 
2. 個別事案のスクリーニング、評価を行う。 
3. コミュニティの状況を評価する。 
4. 必要であれば、コミュニティ内で条件を設定する。 
5. 例外的な事案において、最終手段としてのみ収容する。 

 
 

 
 
 

CAPモデルは、政府による予防的メカニズムと収容代替措置の検討、
整備を支援する法令によらない枠組みとして使用されることを意図している。

このように意図されたものではあるものの、これらの 5つのメカニズムは、
収容の必要性を評価し、収容が例外的な事例において最終手段としてのみ適

用されることを確保するために個々のケースで講じられる可能性のある措置

でもある。 
 本報告書全体を通して、さまざまな状況下においてそのようなプロセ

スをどのように実行できるかについての理解を助けるために、現在の実務の

例を紹介している。 
 

 アルゼンチンは、収容は必要ではないという推定にもとづいて業務を
行っている。 

 ニュージーランドは、収容代替措置を法律に定めている。 

コミュニティ評価・居住モデル  

意思決定プロセス  

  

CAPモデル  
 
 

意思決定プロセス  

  

1.    

収容は必要

ではないと  

推定する。   3.    

コミュニティの

状況を評価

する。  

2.  

個別案件の

スクリーニン

グ、評価を行

う。  

4.       

必要であれ

ば、コミュニ

ティ内で条件

を設定する。  

5.       

例外的な事例

において、  

最終手段として

のみ収容する。  

収容しない  

開放型宿泊施設  

  

条件付放免  

収容代替措置  

収容  

再審付きの     

最終手段  

措置の選択肢  
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 香港は、「自己誓約書」にもとづく放免と抱き合わせで収容の必要性
を評価し、放免適格グループの基本的ニーズが満たされているかどう

か評価する基準を定めている。 
 インドネシアは、UNHCRの身分事項証明文書を持っている非正規国
際移住者がコミュニティ内に住むことができるメカニズムを整備して

いる。 
 英国は、より迅速で持続可能な決定につながることから早期の法的助
言への予算を拡大し、支出全体を節約した。 

 ベルギーは、高い順守率が維持されたことから家族に対する帰還カウ
ンセリングプログラムを拡大し、子どもたちは収容されていなかった。 

 
本研究は不必要な収容の防止に関連して、そして、収容代替措置使用

プログラムを使用するうえでさまざまな便益が存在することを確認した。具

体的には次のような便益が指摘できる。 
 

• 高い順守率を維持できる 
• 収容よりもコストが低い 
• 不当な収容や訴訟を減らすことができる 
• 過密状態と長期の収容を減らすことができる 
• 不許可ケースの自主帰還率を高めることができる 
• 人権を尊重、保護し、実現できる 
• 認定されたケースの統合状況を改善できる 
• クライアントの健康と福祉を向上できる 

 
本ハンドブックは、不必要な収容を防止、減少させるメカニズムをこ

れまで以上に幅広く検討することによって、現在の政策論議を伝統的な「収

容代替措置」の解釈にとどまらない幅広い議論とすることを意図している。

このハンドブックは制度上の問題を議論するための概念枠組みを提供し、実

践、実施できる余地がないか探るためさまざまな具体例を紹介しており、政

策立案者その他の関係者は、自国での現在の実務を評価する際このハンドブ

ックが参考になると思われる。本ハンドブックは、国の制度に焦点を当てて

はいるが、主要な概念の共通理解を確立し、検討すべき具体例をさまざま提

示することによって、地域的または国際的な場での議論を促進するきっかけ

ともなり得る。 
非正規な国際移住に対する対応は、行政機関の日常的な問題である。

このハンドブックが示すように、効果的な法律と政策、明快なシステムとそ

れにもとづく優れた実践があれば、難民認定申請者、難民および非正規国際

移住者のマネジメントは、ほとんどの場合コミュニティのなかで行うことが

できる。収容されているまたは収容のリスクにさらされている一人ひとりの

ケースについてスクリーニングと評価を行い、必要に応じてコミュニティの

なかで適当な支援と条件を導入する方法を学ぶことによって、当局は、ほと

んどの場合、収容にともなう経済的、人的コストを負うことなく、コミュニ

ティのなかでこれらの人々を管理できるようになる。本研究は、現在、さま

ざまな状況下において、費用対効果に優れ、信頼性の高い収容代替措置が使
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用されており、この政策分野の影響を受けるさまざまな当事者にとっても有

益であることが確認されたことを示している。 
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要旨   
 
1. 緒言  
  

本研究は、収容に伴う経済的、人的コストを負うことなく難民認定申

請者、難民と非正規国際移住者を管理する費用対効果にすぐれ信頼性の高い

収容代替措置を見出すことに対する世界中の政府、その他の関係者の関心の

高まりに応えて行われた。国境を越える移動の増加を管理し、自国領域内に

合法的在留資格を有さない国際移住者の数を制限するよう各国政府は努力し

ており、そうした状況を背景に、入管収容は現代の統治現象として拡大傾向

にある。収容が非正規国際移住者に対して抑止効果を持たないのではないか

との懸念、収容が人権に反するのではないかとの懸念、そして収容が被収容

者の健康と福祉を害するのではないかとの懸念が広く共有されているにもか

かわらず、収容定員は拡大を続けている。 
この傾向にもかかわらず、我々が国際的視点に立ち、さまざまな文脈

での既存の国際移住政策と実務を比較すると、ほとんどの国が、大半のケー

スで第一選択として収容を使用しておらず、いくつかの国によっては入管収

容があるとしてもごくまれであり、成功した国際移住受入れ制度は、管理ま

たは居住の選択肢を考慮する前に、非正規国際移住者集団を分類しているこ

とが分かる。この国際的視点から我々は、国際移住案件審査の期間中、コミ

ュニティ環境下でさまざまな国際移住者と協力することを意図して運用され

ている幅広いシステムを検討することができる。 
本研究の狙いは、入管収容に代わるコミュニティベースの代替措置の

例を特定し、それを紹介することにある。本研究の趣旨からして、「入管収

容の代替措置」は、彼らの国際移住資格の審査期間中、あるいは、強制送還

または国からの退去を待っている間、難民認定申請者、難民および国際移住

者が移動の自由を享受しながらコミュニティ内で暮らすことを認める法律、

政策または実務から構成される。我々の特定の目的は、以下のとおりである。 
 

 入管収容の使用の基礎となる政策目標を把握すること。 
 収容によることなくこれらの政策目標を満たす難民認定申請者、難民、
国際移住者に対する管理の重要な例を把握すること。 

 世界で現在運用されている収容代替措置の範囲を把握し、脆弱な集団
を対象とした例を含め、さまざまな文脈や地域での重要な事例を詳細

に紹介すること。 
 収容代替措置を作り出し、実施する際における政府および法制の役割
を紹介すること。 

 収容代替措置を創出し、その使用を継続する際における NGO と市民
社会の役割を紹介すること。 

 判明している限りにおいて、入国管理上の結果と費用対効果を紹介す
ること。 

 コミュニティベースの収容代替措置の効果に寄与すると考えられてい
る要素を見出すこと。 
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2.	
  方法：オンライン・アンケート調査と世界各地のフィールド・ワー
ク  
 

本研究では反復的な定性的研究デザインを使用し、各研究段階がその

後のデータ収集手順に反映される方法を用いた。研究の最初の段階では、こ

の分野における先行研究、プログラム評価、政策文書の広範囲な見直しを実

施した。これを、International Detention Coalitionの主要スタッフからの意見と
共に、世界オンライン・アンケート調査の内容に反映させた。研究の第二段

階にあたるこのアンケート調査では、28 カ国 88 人の参加者から回答を得た。
これにより、一定範囲の国や地域における収容とその代替措置の現在の使用

状況の概要が得られた。 
研究の最終段階では、研究者自身（Sampson）が 2010 年 1 月から 3 月

にかけて 9 カ国で詳細なフィールド・ワークを行い、その結果、57 人の参加
者と 43 件のインタビューが得られた。参加者は、政府、NGO、国際的アド
ボカシー組織、国連機関の担当者などであった。フィールド・ワークは、ハ

ンガリー、スペイン、ベルギー、オランダ、スウェーデン、英国、米国、香

港の現場訪問と具体的な収容代替措置プログラムに関するインタビューから

構成された。ジュネーブ（スイス）にある国際組織の担当者とも補充のイン

タビューを実施した。  
最後に、研究期間中 International Detention Coalition のスタッフは、国

際会議で専門家から提供を受けたり、International Detention Coalitionの加盟組
織によって提供された収容代替措置を詳細に記載したメモ書きのコピーを研

究者に提供した。 
 
3. 重要な知見とモデルの背景：不必要な収容を防止するメカニズムと成
功したコミュニティ・マネジメント・モデルの結合  
 

本研究では、収容が例外的な事例における最終手段としてのみ適用さ

れることを確保することによって、不必要な収容を防止するのに役立つさま

ざまな現行メカニズムが特定された。この研究により、収容されている人々

のグループおよびその収容理由には、国によってかなり違いがあることが確

認された。収容政策におけるこれらの違いが収容インフラと収容される集団

の規模に及ぼす影響は、如何なる「収容代替措置」プログラムが及ぼす影響

よりもはるかに大きかった。さらに、少数の事例または短期間にのみ収容を

使用している国は、「収容代替措置」プログラムを利用していると自覚して

いなかった。これらの国での通常の対応は、コミュニティ環境下でほとんど

の非正規国際移住者を管理するというものであった。これらの研究結果によ

り、最も重要な収容政策が、「収容代替措置」プログラムという伝統的な発

想にではなく、誰を収容すべきかを決定する決定プロセスと個々の収容理由

に存在することが明らかになった。 
本研究では、コミュニティ・マネジメント・プログラムの成功例に共

通した特徴も特定することができた。また、可能なかぎり、これらの要素が

コンプライアンス（順守）、コスト、健康、福祉の面での結果に寄与した理

由も明らかにした。そのような「収容代替措置」プログラムは、コミュニテ

ィの中に暮らしながら個人を入管手続に関与させ続けるためのさまざまな戦
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略を用いている。そのような「収容代替措置」プログラムでは、マネジメン

ト・システムの一環として住居施設を利用することもあるが、当人がどこに

いるかは特に重要ではない。それよりも重要なのは、各事例の評価、そして、

当事者が当局と共に自身の国際移住資格の決着に向けて努力することを最大

限可能にするために必要な構造と条件をコミュニティ環境が備えているよう

確保することである。 
更なる研究が必要であるが、既存の証拠の分析から以下のようなこと

が示唆される。 
 
• 自分たちが目指す目的国にいる場合、非正規国際移住者や難民認定申
請者がビザ申請、地位の認定またはその他の法的プロセスの結果を待

っている間に逃亡することはめったにない。 
 
• 非正規国際移住者および難民認定申請者は、合法的な手段を通じて基
本的ニーズを満たすことができ、収容または送還（refoulement）のリス
クにさらされておらず、将来の見通しに希望を持っている場合、「経

由」国で逃走する可能性は低くなる。  
 

 成功している代替措置プログラムは、管理および居住の選択肢に
ついて情報に基づく決定が行えるよう、非正規国際移住者集団を

理解し、分類している。 
 

• コミュニティ内にとどまりながら自分たちの基本的ニーズを満たすこ
とができる場合、非正規国際移住者と難民認定申請者は、要件をより

良く順守できるようになる。 
 

 成功したプログラムは、基本的ニーズを満たすことができること
を確保している。 

 
• 非正規国際移住者と難民認定申請者は、以下のように考えることがで
きれば、ビザを付与しない決定であってもそれを受け入れ、それを順

守しやすいと考えられる。 
o 公正なビザ審査または難民認定のプロセスを経た。 
o プロセスを通じて情報を提供され、支援を受けた。 
o 合法的にその国にとどまるためのすべての選択肢を探った。 

 
 成功したプログラムは、合法的にその国にとどまるためのすべて
の選択肢を探るため、そして必要に応じて、自力で出国するため

のすべての手段を検討するため、情報と質の高い助言により、行
政プロセスを通じて、クライアントへの支援を行っている。 

 
4. CAPの導入：コミュニティ評価・居住モデル  
 

結果を使って、コミュニティ評価・居住（CAP）モデルを開発した。
これは、収容が個別の事例において他のすべての選択肢を試みた後あるいは
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それらの選択肢がすべて不十分であると評価された後の例外的な事例におけ

る最終手段としてのみ適用されることを確保するために当局が講じることが

できる 5つのステップから構成される（図 1参照）。 
 
 

 
 
 
4.1収容が必要ではないと推定する 
 

本研究で、いくつかの法律、政策または実務が個人の国際移住資格に

ついて決定を下すまでのあいだ、収容が必要でないと仮定していることが確

認された。「収容は必要ではないという推定」は、各個人の移動の自由に対

する権利を確立し、他の選択肢で十分と思われる場合に入国管理当局が隔離

という手段に訴えるのを防止するように作用する。これは、代替手段を法律

や政策によって規定し、当局者に対してより侵害性の低い管理戦略を検討・

試行するよう明示的に指示することによって補強することができる。移動の

自由に対する権利を保護するための戦略として次の 2 つの戦略が確認された。 
 

 収容は必要ではないという推定 
 収容代替措置検討の義務化 

 
このセクションの重要な例は、アルゼンチン、ベネズエラとニュージーラン

ドである。 
 
4.2個別案件のスクリーニングと評価 
 

コミュニティ評価・居住モデル  

意思決定プロセス  

  

CAPモデル  
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個別案件のスクリーニングと評価は、当局が各当事者のリスクレベル

と脆弱さレベル、強みとニーズを把握できるため、不必要な収容を減らす上

で重要なツールである。本研究では、重要な評価分野として、以下の 4つを
挙げた。 
 

 法的義務 
 身分事項の確認、健康状態、セキュリティ・チェック 
 脆弱性 
 個々のケース要素 

 
このセクションにおける重要な例は、ハンガリー、フィリピン、香港である。 
 
4.3 コミュニティの状況の評価 
 

個人を適切で効果的な対応プログラムに最もうまく合致させるには、

コミュニティ環境下において、入国管理当局の指示を順守する各人の能力を

補強する方向にもそれを損なう方向にも作用しうる要素を評価することが必

要である。そのような文脈的要素は、個人の当局との約束を守る能力に重要

な影響を及ぼす場合がある。これらは、コミュニティ環境を充実させ、不必

要な収容を免れる人々の数を増やすために、政府または NGOの投資を通し
て改善できる領域でもある。コミュニティ環境の鍵となる側面として以下の

4つが挙げられる。 
 

 ケース・マネジメント 
 法的助言と通訳 
 基本的ニーズを満たす能力 
 記録作成 

 
このセクションにおける重要な例は、英国、スペイン、スウェーデンである。 
 
4.4必要であれば、コミュニティ内で条件を設定 
 

当局がコミュニティ内に個人を居住させることに対する懸念を払しょ

くできない場合、移動の自由に対する不当な規制を課さない範囲で当局への

関与を促進するために導入できる一定範囲の追加メカニズムが存在する。こ

れらの条件は、通常「収容代替措置」プログラムに関連した条件であり、さ

まざまな形で以下のメカニズムに依拠している。 
 

 当事者の誓約 
 モニタリング 
 監督 
 集中的なケース解決 
 不順守による否定的な影響 
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このセクションにおける重要な例は、米国、オーストラリア、ベルギー、カ

ナダである。 
 
4.5例外的な案件において、最終手段としてのみ収容 
 

行政手続中の人々に対する管理手段として隔離を使用することは、健

康、福祉、人権への否定的な影響をともなうことから非常に異論のある行為

である。国際人権法および国際人権規範は、入管収容を、個別の案件におい

て他のすべての選択肢がすべて不十分であると証明された後の例外的な案件

における最終手段としてのみ適用されるべきことを明示している。収容は、

脆弱なグループに対しては完全に回避すべきであり、また国際法ならびに国

際規範、地域の域内法、域内規範、国内法、国内規範に従うべきである。収

容という手段を使用することには深刻な懸念が存在するが、ここでは収容を、

他のすべての選択肢を試行し、失敗した例外的な案件における最終手段とし

てのみ使用するものとして含めている。収容に関連して厳格な規則とモニタ

リングが必要となる分野として以下の分野が挙げられる。 
 

 収容の根拠 
 自動的な司法による審査とモニタリングを含めた独立した監督 
 放免のための手段 
 収容期間 
 条件 
 被収容者に対する行動の管理を含めた処遇状況 
 情報および外界へのアクセス 

 
このセクションにおける重要な例は、ハンガリー、オーストラリア、アルゼ

ンチン、スウェーデンである。 
 
5. 考察と結論  
 

本研究は、国際移住資格が検討されている間、あるいは、強制送還ま

たは国からの退去を待っている間、難民認定申請者、難民および非正規国際

移住者が移動の自由を享受してコミュニティのなかで暮らすことを認める法

律、政策または実務を特定し、紹介している。「収容代替措置」という概念

に対して幅広いアプローチをとる際、本研究は、不必要な収容を防止し、収

容期間を短縮するために現在使用にされているメカニズムを紹介するととも

に、コミュニティ・マネジメント・プログラムの有効性に影響を及ぼす重要

な要因についても概説している。 
CAPモデルは、各国政府による予防メカニズムと収容代替措置の探

究・開発を支援する非規範的枠組みとして設計された。そのように設計され

たものではあるが、これら 5つのメカニズムは、収容が例外的なケースにお
ける最終手段としてのみ適用されることを確保するために、個々の案件につ

いて取りうる一連のステップでもある。 
 本研究は、コンプライアンス（順守）、コスト、健康・福祉という重

要な領域でのメリットを含め、収容の適用を制限しコミュニティベースのマ
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ネジメント・選択肢を優先することによるメリットをいくつか把握した。こ

のメリットとして、これらの選択肢の次のような効用を挙げることができる。 
 

• 収容よりもコストが低い 
 

• 高い順守率と出頭率を維持できる 
• 自主帰還率と自立的出国率を高めることができる 
• 不当な収容や訴訟を減らすことができる 
• 過密状態と長期の収容を減らすことができる 
 
• 人権を尊重、保護し、実現できる 
• 認定されたケースの統合状況を改善できる 
• クライアントの健康と福祉を向上できる 

 
非正規な国際移住への対応は、行政機関の日常的な問題である。この

ハンドブックが示すように、効果的な法律と政策、明快なシステムとそれに

もとづく優れた実践があれば、難民認定申請者、難民および非正規国際移住

者のマネジメントは、ほとんどの場合コミュニティのなかで行うことができ

る。収容されているまたは収容のリスクにさらされている一人ひとりのケー

スについてスクリーニングと評価を行い、必要に応じてコミュニティのなか

で適当な支援と条件を導入する方法を学ぶことによって、当局は、ほとんど

の場合、収容にともなう経済的、人的コストを負うことなく、コミュニティ

のなかでこれらの人々を管理できるようになる。本研究は、現在、さまざま

な状況下において、費用対効果に優れ、信頼性の高い収容代替措置が使用さ

れており、この政策分野の影響を受けるさまざまな当事者にとっても有益で

あることが確認されたことを示している。 
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1. 緒言  
 
1.1背景  
 

国境を越える国際移住者の数は、世界の人口増加や国際移動の活発化、

独立し、新しい国境を確立する国家の増加を背景に、ここ数十年間増加して

いる。1国際移住が、目的国、移住する人々双方のさまざまな社会的、経済的

利益と関連していることは多くの文書で報告されている。2各国政府は、就労、

教育、家族再結合と観光旅行を含めたさまざまな目的による合法的国際移住

を可能にする手段を整備することによって、これらの利益が存在することを

認めてきた。これらの合法的手段を通じた正規の国際移住の流れは、非正規

の国際移住の数をはるかに上回っている。3  
国際移住に対するこの規制は現代の政府の中心的機能と考えられてい

る。その結果、ある国の領土への外国人の流入を管理する一定のシステムが

整備されるに至った。これらの統治システムの多くが大きな人的流入を管理

することに成功しているにもかかわらず、国際移住を無秩序で制御できない

動きとして受け止める傾向が一部で広がってきた。これらの否定的な認識は、

治安と犯罪、就労機会、文化的遺産の維持に関する懸念とさまざまな形で関

係している。4非正規な方法による国際移住者の上陸は、これらの懸念の特に

対象となり得る。そして、それが、多くの政府にとって国際移住の規制を困

難かつ慎重な取り扱いを要する政策課題にしている。 
国際移住をどのように管理し、非正規国際移住にどのように対応する

かは、絶えず変化する複雑な課題であるが、それは日常的な現象でもあり、

政府を運営する上で通常の部分でもある。すべての国が、合法的国際移住プ

ログラムをモニターしつつ、必要に応じて脆弱な人々に対して保護が提供さ

れる体制を維持しながら非正規国際移住者の上陸・在留を管理するというジ

レンマに直面している。このジレンマが、二分する世論や政治論争によって

煽られ、困難でおそらくは圧倒的な問題とされている国もあれば、人の国際

移動を統べる自国の制度に対し自信を有している国もある。 
 
1.2国際移住の管理における収容の使用  
 

この 20年間、各国政府が国際移住者の入国・滞在を管理しようと努め
るにしたがい、入管収容の使用が拡大してきた。5多くの西側諸国では、2001
年のテロ攻撃の余波を受けて、取締りに対するこの関心がさらに高まり、収

容の拡大を正当化する理由となっている。6原因がどうであれ、最近、多くの

国は、自国領域での非正規国際移住者の数を減らそうとする努力を強化して

いる。7 この傾向の中心的要素として、収容は、到着時、手続期間の全体、強
制送還準備中など、プロセスのいろいろな段階においてさまざまな政府によ

り使用されている。目的国は、国境管理の一要素として、経由国の拿捕能力

と収容インフラに投資している。8 その結果、一つの時点における被収容者の
数は確認されたことはないものの、何十万人もの国際移住者が世界中で収容

されていると推定されている。9 
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セクション 4.5 で述べたように、入管収容には多様な形態が存在する。
本報告書では、入管収容を、以下のように定義する。 
 

「・・・刑務所、閉鎖型キャンプ、収容施設または空港のトランジッ

ト区域などの厳格に境界が設定された場所あるいは制限された場所で

あり、移動の自由が相当程度制限され、領土から退去する以外この限

られた区域から出る機会がない場所での隔離」10 
 
1.3入国管理当局による収容の使用に関する懸念  
 

入管収容は、国際移住の管理手段、政治的手段両方の手段として政府

によって使用されている。非正規国際移住者を管理するための手段として収

容は、市民権をもたない者の領土内への入国を制限するため、国際移住資格

の評価の間、または結論が下るまでの間に有効なビザを持たない市民権を持

たない者を収容するため、そして、強制送還を含むビザ申請に対する否定的

結論に服することを確保するために使用されている。この意味で、収容は、

領土内にいる市民権を有さない者の入国・出国を管理する制度の一部を構成

している。 
収容は、将来の難民認定申請者と非正規国際移住者を抑止するなどの

より幅広い社会的・政治的問題に対処するため、市民に国境に対する管理の

感覚を与えるため、政治的圧力に対応するなどのために、政府が使用する場

合もある。この意味で収容は、収容されていない一定範囲の人々にメッセー

ジを伝えるために使用される象徴的行為でもある。これらは、政府に影響を

及ぼす重要で複雑な問題である一方、これらの目的のために収容を使用する

ことについては深刻な懸念がある。これらの理由による収容の使用は、以下

の点を考慮すると支持しがたいことを示す証拠が存在する。 
 
• 収容は効果的な抑止力ではないこと 
• 収容は人権に反すること 
• 収容が健康と福祉を害することが確認されていること 

 
収容は効果的な抑止力ではない 
 

第一に、既存の証拠と政府の声明は、収容の政策11 が、難民認定申請
者、難民、非正規国際移住者を阻止することに効果的でないことを示唆して

いる。この 20年間にわたり導入されてきた収容政策は過酷さを増してきたに
もかかわらず、非正規の上陸数は減少しなかった。12 これまでにどの要因が
最も難民認定申請者と非正規国際移住者の目的地の選択に影響を与えるかを

検証した研究がいくつか行われてきた。13 この研究によると、難民認定申請
者と難民の主要な狙いは、安全な場所にたどりつくことであった。14到着前

に難民認定申請者が持っている目的国の国際移住政策についての理解は非常

に限られており、目的地の選択は、密入国斡旋業者に依存していることが多

い。到着前に収容の可能性を認識している人々は、それが逃避行の避けがた

い一部であり、収容されたとしてもなお人道的に扱われるだろうと考え、身

元確認と健康診断のために収容が実施されるとすれば、それが国家の正当な
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権利だと考えている。15 ほとんどの難民は、収容のような入国管理政策によ
って主に影響されるのではなく、家族や友人と再会できる目的地、安全で、

寛容で、民主主義の社会にいると思える目的地、自国と目的国の間に歴史的

つながりがある目的地、自分がその国の言語をすでに話すことができる目的

国を選ぶ。16 ある研究は、収容を経験したほとんどの難民にとって、迫害を
逃れ、安全な場所にたどり着いたという安心のほうが収容の結果として経験

した精神的外傷と拒絶感よりも強く、彼らは、抑止のメッセージを海外の

人々に送らなかったことも報告している。17 こうした証拠は、収容が目的選
択にほとんど影響を及ぼさないことを示している。 
 
収容は人権に反する 
 

第二に、抑止または政治的利益のために収容を使用することは国際人

権法に矛盾している。人権法は、恣意的収容からの自由と保護に対する権利

を確立している。18収容が個人の人権に反するものであるから、国内法に規

定される状況においてのみ適用されるべきである。また、収容理由の基礎を

なしている目的に見合ったものであり、個別のケースで必要となった場合に、

また、差別なしに適用しなければならない。19収容の適用を可能とするには、

それより非制限的な措置では不十分であることが示されなければならない。

同様に、収容は一律に適用するのではなく、個々のケースについて必要であ

ることが示されなくてはならない。しかし、現実には多くの場合、収容は、

潜在的非正規入国を抑止するというメッセージと市民に国境管理が行われて

いるというメッセージを伝えるために収容が使用されているのが実態である。 
 
収容は健康と福祉を害することが実証されている 
 

第三の主要な懸念は、収容が収容される人々の健康に対する影響があ

まりに深刻であり、抑止と管理のメッセージとして収容を使用することは正

当化しがたいということである。収容状態が重度の鬱、不安、心的外傷後ス

トレス障害（PTSD）など精神状態の悪化に関係していること20、収容が長引

くにつれ精神状態が悪化すること21が研究によって実証されている。ある研

究は、鬱の臨床的に重要な徴候が被収容者の 86%に、不安が 77％に、PTSD
が 50％に見られ、およそ 4分の 1の被収容者が自殺念慮を覚えたと回答した
と報告している。22子どもへの影響は特に心をかき乱される。特に、彼らの

認識力の発達、情緒的発達に対する影響は生涯にわたるおそれがある。23成

人にとって、収容がもたらす衰弱的影響が、監禁が終わった後も長く続くこ

と、特に長期にわたり収容された人々の場合そうした傾向が顕著であること

が知られている。24監禁によって心身が害されるという調査結果に目を向け

れば、監禁に頼らない選択肢を模索することが、なお重要になってくる。 
これらの懸念を踏まえれば、政治的権威と一般市民の感情の問題は、

収容という手段に頼ることなく、たとえば、強力なリーダーシップや国際移

住政策とその実施の有効性に対する信頼感を通じて対処するのが最適である。

非正規国際移住を管理しようとする場合は、他のプログラムを使用しなけれ

ばならない。非正規国際移住・滞在の根本原因への対策としては、主要な送

り出し国における開発と和平構築努力への投資拡大25を含む。また、 短期労
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働ビザの場合のように一時的に、あるいは家族再結合に必要とされる場合の

ように長期的に入国するための合法的手段を拡大すること26、保護ニーズを

有する人々の第一庇護国からの直接の再定住を拡大すること、移動を強いら

れた国際移住者の範囲に属する人々のニーズを解決するための補足的保護メ

カニズム27 を構築すること、そして正規化の道筋を提供すること28などが挙げ

られる。  
 
1.4本研究の狙いと目標  
 

本研究は、国際法上確立した理由で非正規国際移住者を管理するとい

う目的を達成する収容代替措置を特定するために実施された。29本研究の具

体的な狙いは、入管収容に代わるコミュニティベースの代替措置（定義はセ

クション 1.5参照）の例を特定し、紹介することにある。  
我々の目標は以下のとおりである。 

 
 入管収容の使用の基礎となる政策目標を把握すること。 
 収容によることなくこれらの政策目標を満たす難民認定申請者、難民、
国際移住者に対する管理の主な事例を特定すること。 

 世界で現在運用されている収容代替措置の範囲を特定し、脆弱な集団
を対象とした例を含め、さまざまな文脈や地域での主な事例を詳細に

紹介すること。 
 収容代替措置の創出・実施における政府および政府機関の役割を紹介
すること。 

 収容代替措置の創出・維持における NGO と市民社会の役割を紹介す
ること。 

 判明しているかぎり入国管理上の結果と費用対効果を紹介すること。 
 コミュニティベースの収容代替措置の効果に寄与すると考えられてい
る要素を調査すること。 

 
 
1.5 「収容代替措置」の定義  
 

本研究では、「入管収容に代わる代替措置」には、以下が含まれるも

のとする。  
 

「国際移住資格について審査中の段階、あるいは、強制送還または国

からの退去強制を待っている段階で難民認定申請者、難民、国際移住

者が移動の自由を得てコミュニティ内に居住することを認める法律、

政策または実務」 
 

この非常に広い定義は、収容されようとしている人々の数に影響を及

ぼすと思われるすべての政策領域を研究に包含できるようにすることを意図

したものである。この観点に立つことによって我々は、現在収容されている

人々が本当にそこにいる必要があるかどうか、そして、既存の収容によらな

い国際移住者管理システムを、現在収容されている難民認定申請者、難民、
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非正規国際移住者を対象としたプログラムに転化できないかという論議を活

発化するきっかけとなることを望んでいる。研究を通じてこの概念がどのよ

うに発展してきたかについてはセクション 3でさらに詳しく報告している。 
 
1.6我々は、収容代替措置について、すでにどのようなことを知ってい
るか。  
 

さまざまな関係当事者が収容代替措置に関心に寄せているものの、こ

の問題の研究は発達するまでに長い時間を要した。現在ある研究はおおむね、

難民認定申請者に対する収容プログラムに代わる代替措置に集中している30 。
その結果、現在収容されている非正規国際移住者の主要なグループが除外さ

れてきた。国際人権の枠組みは収容代替措置の可能性を追求することを義務

づけているとする解釈にも一定の注意が払われている一方で31、目的国にお

いてであれ経由国においてであれ非正規国際移住者をコミュニティで管理す

るうえでさまざまな政策やプログラムがどの程度有効なのか、あるいは難民

認定申請者や非正規国際移住者の観点から見てそのような政策がどのように

経験されるかについての一般に入手可能な情報は、国際的にも非常に限られ

ている。政府プログラムの系統的評価は最小限にとどまっており32、通常、

政府による評価はパイロット・プログラムの評価に限定される33。可能な場

合は、NGOがこの隙間を埋めようと努力しているが34、政府統計にアクセス

する権限がないため、信頼性に劣る結論にとどまる小規模な研究に終ってき

た。各国政府が自国の国際移住管理プログラムを評価するイニシアティブや

情報開示が欠如していることが生産的な議論に対する制約となってきた。さ

まざまな文脈やコンプライアンス（順守）、クライアントの福祉、コストと

いったさまざまな目標から見た収容代替措置の有効性はほとんど不明である。 
 この分野では、信頼できる情報が欠けているが、世界レベルで既存の

政策や実務を概観することにより、個々の国際移住案件審査のあいだ国際移

住者をコミュニティ環境に置いて運用するよう設計された制度が幅広く存在

していることが浮かび上がってくる。伝統的な「収容代替措置」の定義にと

どまらず、視野を広げることによって、我々は、以下のことを発見した。 
 
• ほとんどの国は、大多数のケースにおいて第一選択として収容を使用
していない。 

• ほとんどといっていいほど入国管理当局による収容を行わない国が１
つならず存在する。 

• 成功した国際移住システムは、管理・コミュニティ居住選択肢につい
ての情報に基づいた決定を行うため非正規国際移住者集団を分類して

いる。 
 

国際移住管理の通常の慣行は世界中で大きく異なるが、ほとんどの国

は、国際移住案件審査中、難民認定申請者、難民、非正規国際移住者を管理

する主たる手段を収容に頼っていない。収容の費用と収容要件に適合する可

能性のある国際移住者の数があまりに大きいからである。たとえば、多くの

国のかなりの非正規国際移住者は、観光ビザまたは短期訪問ビザで入国し超

過残留となっている人々である35。これらの人々が収容されることはまれで
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あり、自主出国または、新しいビザまたは他の地位の申請によって自分たち

の状況を解決するための手段を提供される。収容に対する依存が深まっては

いるものの、ほとんどの国は、まだ、ほとんどのケースで収容を第一選択と

していない。実際、多くの国が、あるにしても、入管収容をまれにしか使用

していない36。このことを認め、収容代替措置システムを開発する際のノウ

ハウを得る源泉として参考にすることが重要である。 
もう一つの主要な傾向は、成功した国際移住マネジメント・プログラ

ムが、非正規国際移住者と難民認定申請者が非常に多様な集団であり、ニー

ズも動機も異なることを理解している点である37 。これは、「国際移住の混
合流入」という概念として確立し、現在この概念に基き、入国場所での非正

規国際移住者と難民認定申請者のグループに対する管理戦略が構築されてい

る。38 いろいろな文脈で現在収容のリスクにさらされている市民権を有さな
い人々には、幅広い人々を含めることができる。具体的には、教育ビザ条件

に違反した外国人学生、あらたな自然災害、激しい紛争、自国政府自体の非

協力などにより出身国に帰還させることができない人々、売春目的の人身取

引の結果、「不法に」働いていた女性、短期訪問者ビザで認められている期

間を超えて在留した観光客、実質的なビザ資格がないが出生国に帰国するこ

とができない無国籍者、犯罪により強制送還に直面している国際移住者を数

えることができる。また、渡航文書なしで越境した難民認定者、難民認定を

待っている在留資格を持たない難民認定申請者も、個別の保護ニーズと国家

がそれらの者に対して負う国際的な義務が存在するにもかかわらず、収容ま

たは送還（refoulement）のリスクに直面する。これらの異なる集団を特定し、
区別することは、収容するかどうかの決定、コミュニティのなかで人々を管

理するプログラムのデザインに重要な影響を及ぼしうる。効果的な国際移住

システムは、合法的な在留資格のない人々を分類するプロセスを組み入れて

いる。 
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2. 方法  
 

本研究は定性的研究方法を使って、移動の自由を認めながらコミュニ

ティのなかで非正規国際移住者と難民認定申請者を管理するために政府が使

用している法律、政策および実務を調査した。定性的方法は、本研究の目的

を達成するために必要とされる情報を収集するのに最も有用と思われた。 
本研究は、ラ・トローブ大学人文・社会科学倫理委員会の承認を得た

（承認#843-09）。 
 
2.1 データ収集  
 

次のステージにデータ収集は 3段階で行ない、それぞれの段階の情報
をもとに次の段階のデータ収集を行った。 
 
第 1段階：文献の見直し 
 

データ収集の第 1段階として文献を 3つのタイプに分け見直した。こ
れには、1）独自の調査と既存の資料にもとづく調査の両方からなる「収容代
替措置」の研究、2）政府またはコンサルタントによる関連政策およびプログ
ラムの評価、3）関連する法律、政策またはプログラムについて説明した政策
文書などの「灰色の」文献が含まれる。これに加えて、国際移住に対する規

制の背景を理解するために関連する国際協定及び地域的協定も使用した。 
 
第２段階：国際的なインターネット・ベースのアンケート調査 
 

文献見直しと International Detention Coalitionのスタッフとの協議に基
づいて、2009年 11月から 12月にかけてインターネット・ベースのアンケー
ト調査を行った。協力要請は、International Detention Coalition、Forced-
migration e-group、そしてその他いくつかの国際組織や国際ネットワークのメ
ンバーなど、幅広いネットワークに電子メールによって送付した39 。我々は、
28カ国から 88件の回答を得た（国名を挙げなかった参加者が 8名いた）。
アンケート調査データは国際のフィールド・ワークに情報を提供するために

使用し、全体的な定性的データセットの一部として分析に使用した。 
 
第３段階：国際的フィールド・ワーク 
 
フィールド・ワークの候補国は、ウェブベースの調査、文献見直し、

International Detention Coalitionと加盟団体のスタッフの知識を通して特定した。
8カ国は、収容代替措置プログラムと対象集団のタイプ、経由地または目的
地の別、難民認定申請者または非正規国際移住者集団の規模などいくつかの

要因に基づいて選定した。経済的制約や実際的な制約により、実際に訪れる

ことができた国と地域の数は限られていた。 
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2010年 1月から 3月にかけて 9カ国で詳細なフィールド・ワークを実施
した。具体的には、幅広い政策問題や具体的な収容代替措置プログラムなど

についてのインタビュー40 や現地訪問を行った。以下はその主な例である。 
 
• ハンガリーにおける保護者のいない未成年者を受け入れるシェルター 
• スペインの難民認定申請者を受け入れる宿泊センター 
• スペインの困窮状態にある国際移住者を受け入れるシェルター 
• ベルギーの家族に対する帰国カウンセリングプログラム 
• オランダの保護者のいない元未成年者に対するプログラム 
• スウェーデンでの難民認定申請者受入れプログラム 
• スウェーデンの収容センター 
• 英国の法的助言プロジェクト 
• 米国の新しい個人リスク・脆弱性評価ツール 
• 米国の正規の資格のない国際移住者のためのシェルター 
• 香港の難民認定申請者、難民、拷問のリスクを訴える者に対する社会
サービス支援プログラム 

 
ジュネーブ（スイス）にある国際組織の代表者にも追加的インタビュ

ーを行った。全部で 57人が参加した 43件のインタビューと 8回のサイト訪
問を実施した。参加者は、政府、NGO、国際的アドボカシー組織、国連本体
の担当者らであった。インタビューの実施日と実施場所の詳細は付録Ｉに記

した。また、International Detention Coalitionのスタッフからは、本調査を実施
した研究者に対して、一般公開の場での発表時に会員団体の専門家やそれ以

外の専門家が提供した収容代替措置政策の詳細やスタッフが活動に取り組む

なかで行った議論を記載したスタッフ自身のメモ書きの写しの提供を受けた。 
 
2.2 データ分析  
 

データ分析の最初の段階では、内容分析を使って現在使用されている

収容代替措置タイプの一覧を作成した。すなわち、代替措置のタイプごとに

それが実行されていることが判明している国の国名、それらの代替措置それ

ぞれの長所と短所のリストである。第二に、フィールド・ワークで訪問した

収容代替措置プログラムの詳細な解説をまとめるため、既存の文献とともに

国別にアンケート調査とインタビュー・データを分析した。これらのデータ

ソースは、それぞれの国の国家的背景や国際移住マネジメントの一般的シス

テムについて、理解を深めるためにも使用した。次に得られた知見をより幅

広い文献と人権法と統合し、他の全ての選択肢が個々のケースで不十分であ

ると評価されたあとに講じるべき最終手段として、収容を位置付ける国際移

住管理のモデルを作成した。 
 
2.3限界  
 

これらの知見の解釈と影響には若干の限界がある。第一に、経済的、

実際的な制約により、詳細なフィールド・ワークは、主に「北」と呼ばれる

西側民主主義国の環境で行われ、その他の環境からのデータは、ウェブベー
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スのアンケート調査、International Detention Coalitionのスタッフに提供された
情報、既存の文献に基づいた。この潜在的偏りは、研究結果が状況によって

はあまり当てはまらず、その状況に合うように解釈するのが困難であること

を意味するかもしれない。しかし、個々にスクリーニングを行いコミュニテ

ィ内に適切な条件を創出するという基本原則はなお有効である。特に、本研

究は、近隣国で最近の危機的状況が発生したことで大量の人々が流入すると

いう問題に対処することは意図していなかった。 
さらに、本研究は、相異なる政策の有効性を直接評価することを意図

していなかった。むしろ、研究結果のこの側面は、インタビューした政府担

当者や委託事業者の経験と、既存の研究報告書や政府報告書に記されている

知見に基づいている。ある政策分野での証拠が相対的に乏しいことは、特定

の政策とコンプライアンス（順守）、コスト、ケース解決のレベルの間の相

関関係が完全に明確なものではないことを意味している。とりわけ、本研究

は収容より健康と福祉にとって優れていると思われるプログラムを特定した

が、それらのプログラムが健康と福祉にどのような影響を及ぼすか、または

それらを国際移住者自身がどのように経験するかについての評価は行ってい

ない。その結果、この研究には、これらの政策とプログラムによって最も直

接的に影響を受ける人々の経験が欠けることとなった。さまざまな関係当事

者の観点からこれらの政策を評価できれば、この分野での将来の取り組みに

おいて大きな利益となるだろう。 
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3. 主要な知見とモデルの背景：不必要な収容を防止するメカ
ニズムと成功したコミュニティ管理モデルとの組み合わせ  
 

本研究は、収容によることなく非正規国際移住者を管理するための信

頼できる費用対効果に優れた人道的な方法を見つけることに対する各国政府

その他の利害関係者の関心の高まりを背景に取り組まれた。本研究の狙いは、

これらの議論に対し、最新の実務的な情報を提供するために、入管収容に代

わるコミュニティベースの代替措置の例を特定し、紹介することであった。

しかし、研究が進むにつれ、すでに収容されている人々に対し代替措置を提

供する従来型の「収容代替措置」プログラムが、収容される人の数と収容期

間の長さの点で、収容の使用に及ぼす影響は限定的なものにとどまることが

明らかになった。むしろ、最も重要な政策は、誰を収容すべきかを判断する

決定プロセスとコミュニティ環境下で国際移住者を管理する既存の管理メカ

ニズムの長所に存在している。どうすれば収容を防止することができるかに

ついてより深い洞察を得るには、これらの要因を研究に組み入れる必要があ

ることが明らかになってきた。 
 
3.1不必要な収容を防止する国際移住受入れ制度の特徴  
 

国際移住受入れ制度内に収容を防止するメカニズムを組み入れるとい

う方向は、2つの観察結果に由来している。第一に、収容するケースがわず
かな国あるいは収容期間が短い国は、自分たちが「収容代替措置」プログラ

ムを利用しているという自覚を持っていなかった。むしろ、これらの国では、

ほとんどの難民認定申請者、難民および非正規国際移住者をコミュニティ環

境で管理するのが通常のやり方であった。これらは、従来型の「収容代替措

置」プログラムでなく、多様なやり方で非正規国際移住者に対応しているこ

との表れであった。これらの国では、収容されている人々の中から「収容代

替措置」プログラムの対象となりうる厳選された集団を特定するのではなく、

他のすべての選択肢がうまくいかなかった場合の最終手段としてのみ人々を

収容していた。これらの国では、以前からコミュニティ内で難民認定申請者、

難民、非正規国際移住者を管理する強力なシステムが開発され、不必要な収

容を防止するうえで決定的な役割を果たしていた。 
第二に、国際的視点から見ると、収容の使用に関し国家間で一貫性が

ないこと、とりわけ、収容されている集団の違い、または収容を適用する理

由の違いが目を引いた。たとえば、在留資格を持たない難民認定申請者とい

ったある特定の人々の集団を定型的に収容するという決定をいくつかの国が

行っている一方で、他の国々が同じ集団を収容していないことは、この一貫

性の問題を示すものである。収容政策におけるこのような違いは、「収容代

替措置」プログラム以上に収容インフラと集団の規模に大きな影響を及ぼす。

この 2つの洞察は、収容される人の数を限定する際に優れたシステムが重要
であることを浮き彫りにしている。  
 
3.2成功したコミュニティ・マネジメント・プログラムの特徴  
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不必要な収容を防止するうえで優れたシステムが重要であることに加

えて、本研究により、成功したコミュニティベースのマネジメント・プログ

ラムには共通点があることも明らかとなった。コンプライアンス（順守）、

コスト、健康と福祉が、政府が課す要件とコミュニティの期待を満たしてい

ける人道的プログラムを開発するうえで最も重要と特定された分野であった。

本研究と、収容代替措置プログラムのコンプライアンス、コスト、福祉面で

の結果に影響を及ぼす要素に関する既存の証拠から、成功したコミュニティ

ベースのプログラムの特徴が特定された。 
一つ目の合意点は、難民認定申請者と非正規国際移住者は、目的国に

いる場合、ビザ申請、地位の認定、その他の合法的なプロセスの結果を待っ

ているあいだに逃亡することはめったにないという点である。41 13のプログ
ラムの結果を照合した最近の研究は、最終的な結果を待っている難民認定申

請者の法律規則順守率が 80％ から 99.9％で あったと報告している。42 たと
えば、米国司法省の統計は、移動の自由を制限されることなくコミュニティ

で自活している難民認定申請者の 85%以上が、なんら条件を課されなくても
入国管理裁判官による審理を受けるために出頭したことを示している。43 さ
まざまな被収容者グループを対象としたコミュニティ監督プログラムを試験

的に行なった米国の研究は、最小限の監督レベルにおいて、プログラム中の

難民認定申請者の順守率は 84％であったと報告している。44同じく難民認定

申請者のグループを対象にオーストラリアで行われたパイロット・プロジェ

クトでは、93％の順守率を達成している（コラム 12）。こうした証拠は、
「『目的』国にたどりついた難民認定申請者は、その領土内にとどまり、庇

護手続に従うことが自らの利益に適うため、逃亡する可能性は低い」という

先行研究の結論と一致している。45そのような結論は、難民認定申請者が尋

常ならざる長い旅を経て目的地にたどり着いたこと、そして、目的国政府が

強制送還と持続可能な帰還を実現する際に直面する困難さ自体にも内在して

いる。46 
経由の問題は、依然多くの国の政府にとって懸念の的となっているが、

非正規国際移住者や難民認定申請者は、合法的手段によって彼らの基本的ニ

ーズを満たすことができ、収容や送還（refoulement）のリスクにさらされる
ことなく、将来の見通しに希望が持てるかぎり、「経由国」でも逃亡する可

能性は低くなることを示唆するいくつかの証拠が存在する。47香港では、認

定された難民や拷問被害者にも恒久的な在留資格が付与されないにもかかわ

らず、コミュニティ内で生活する難民認定申請者または拷問の恐れを訴える

者について、97%の順守率を達成している（コラム5）。48 34カ国での収容代
替措置の大規模アンケート調査の結果は、「［経由］国で処遇体制と統合の

見通しを改善することが庇護手続の順守率を直接引き上げるという常識的な

結論」を裏付けるものであった。49 その後の研究は、こうした文脈でのコン
プライアンスの問題が目的国で帰還に直面する人々の文脈においても同様で

ありうることを示唆している。50 
もう一つの主要な知見は、非正規国際移住者や難民認定申請者がコミ

ュニティで生活しながら基本的ニーズを満たすことができれば、要件をより

良く順守することができるというものである。51安定した宿泊施設に住んで

いる非正規国際移住者と難民認定申請者は、困窮したり、ホームレスになっ
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た人々よりも当局との接触を維持しやすい立場にあるように思われる。52非

正規国際移住者に対して住宅、基本的福祉または健康管理へのアクセスに制

限する政策をとっても、それに応じて自主退去率や抑止的効果は向上しなか

った。53 むしろ、これらの政策は健康の悪化を招き、帰還を含めたケース解
決に向けて努力する当局にとって深刻な帰結をもたらしている。54 しかし、
クライアントとともに彼らの基本的ニーズを満たすべく努力するケース・マ

ネジメント・プログラムでは、自主出国その他のケース解決率が高かった。 
最後の主要な知見は、非正規国際移住者と難民認定申請者は、公正な

ビザ審査または難民認定のプロセスを経たこと、審査プロセスを通じて情報

を提供され、支援を受けたこと、合法的に国にとどまるためのすべての選択

肢を試みたことについて納得している場合、ビザを付与しない決定であって

も、それを受入れ、順守する傾向がみられるという点である。55最近、ある

家族の帰還に関するパイロット・プロジェクトが行われたが、目標を達成で

きなかった。その原因の一端は、この部分がうまく行えなかったことに求め

ることができる。「このプロジェクトの対象となった家族は、自分たちが庇

護審査手続で不公正ではないとしても十分に扱われなかったという感情を抱

き、したがって、帰還についての議論に入りたがらない。むしろそれ以外の

在留方法を探している」。56逆に言えば、コラム 13で紹介したベルギーの帰
還準備プログラムは、これらの戦略を採用することにより、帰還に直面する

家族の順守率 82%という結果を遂げている。これらの知見については、セク
ション 5.1でさらに詳しく検討する。 
 
以上、以下の通り、要約できる。 
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• 自分たちが目指す目的国にいる場合、非正規国際移住者や難民認定申
請者がビザ申請、地位の認定またはその他の法的プロセスの結果を待

っている間に逃亡することはめったにない。 
 
• 非正規国際移住者および難民認定申請者は、合法的な手段を通じて基
本的ニーズを満たすことができ、収容または送還（refoulement）のリス
クにさらされておらず、将来の見通しに希望を持っている場合、「経

由」国で逃走する可能性は低くなる。  
 

 成功している代替措置プログラムは、管理および居住の選択肢に
ついて情報に基づく決定が行えるよう、非正規国際移住者集団を

理解し、分類している。 
 
• コミュニティ内にとどまりながら自分たちの基本的ニーズを満たすこ
とができる場合、非正規国際移住者と難民認定申請者は、要件をより

良く順守できるようになる。 
 

 成功したプログラムは、基本的ニーズが満たされることができる
ことを確保している。 

 
• 非正規国際移住者と難民認定申請者は、以下のように考えることがで
きれば、ビザを付与しない決定であってもそれを受け入れ、それを順

守しやすいと考えられる。 
o 公正なビザ審査または難民認定のプロセスを経た。 
o プロセスを通じて情報を提供され、支援を受けた。 
o 合法的にその国にとどまるためのすべての選択肢を探った。 

 
 成功したプログラムは、合法的にその国にとどまるためのすべて
の選択肢を探るため、そして必要に応じて、自力で出国するため
のすべての手段を検討するため、情報と質の高い助言により、行

政プロセスを通じて、クライアントへの支援を行っている。 
 

これらの知見は、難民認定申請者、非正規国際移住者集団の多様性を

理解し、さまざまな利害関係者にとって良い結果をもたらせる文脈を理解す

ることの重要性を浮き彫りにしている。これらの知見は、不必要な収容を防

止し、コミュニティ内で居住するという文脈のなかでケース解決を支援する

コミュニティ評価・居住モデルを開発するのに使用されてきた。これらの知

見を裏付ける更なる研究結果を、本報告書の各関連セクションで紹介してい

る。 
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4.  CAPの導入：コミュニティ評価・居住モデル  
 

コミュニティ評価・居住モデルは、または「CAP」モデルは、国際移
住管理システムにおいて、不必要な収容の防止に寄与し、コミュニティベー

スの代替措置の成功を後押しできるおもなメカニズムとして 5 つのメカニズ
ムを挙げている。CAP モデルは、図 1 に示したように、各国政府による予防
メカニズムと収容代替措置の探究・開発を支援する非規範的枠組みとして設

計された。これら 5 つのメカニズムは、概念枠組みとして設計されたもので
はあるが、収容が例外的な事例における最終手段としてのみ適用されること

を確保するために、個々のケースについて取りうる措置でもある。CAP モデ
ルは、研究知見に基づいたものであるが、難民認定申請者、難民、国際移住

者の収容に関する規範的国際基準を補強するものでもある。 
 

 
 
 

図 1：CAPモデル 
 

収容は必要ではないという推定が、収容を最終手段に限定する第一歩

である。個々のニーズ、強さ、リスク、脆弱さを把握するためスクリーニン

グと評価を通じて集団を分類することが第 2ステップである。第 3ステップ
では、コミュニティ内で個人が置かれている文脈を理解し、当該個人が入国

管理手続への関与を維持するのに役立つ支援がないか把握するためコミュニ

ティ環境を評価する。第 4ステップでは、新たに懸念が生じた場合、報告要
件や監督などの追加条件を導入し、コミュニティ環境を補強し、その懸念を

緩和する。これらの条件が個々のケースで不十分であることが確認された場
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合、司法審査と期間を限定した国際基準に沿った収容が例外的なケースの最

終的な選択肢となりうる。 
各ステップは意思決定過程に関連し、下のパネルはコミュニティ居住

選択肢を説明している。たとえば、当局が、ステップ 2でスクリーニングに
より収容から除外される当事者を特定すると、その個人は、ステップ 2の次
の小さな円のコミュニティ居住選択肢に示したように、収容されることなく

開放型の宿泊施設環境に置かれる。しかし、個別評価とコミュニティ評価に

より深刻な懸念があると判断された場合は、コミュニティ環境での生活は、

ステップ 4に示すように、追加条件をともなうプログラムにもとづくコミュ
ニティ居住を通してはじめて可能となりうる。この循環プロセスは、たとえ

ば、ビザ申請について否定的な決定が出た後や被収容者について所定の収容

見直し時期に達した時点など、特定の時点でそれぞれのケースを再評価する

必要があることを強調している。この循環プロセスは、ほとんどのケースが

最終的には収容に行きつくことを含意することを意図したものではない。 
 
コミュニティ環境での宿泊選択肢 
 

内側の円に示したコミュニティ居住選択肢は、時として非正規国際移

住者を管理するための宿泊施設を使用する場合がある。しかし、後で述べる

ように、効果的なマネジメント・プログラムを開発するのに個人の居場所を

特定する必要はない。CAPモデルにおいて、「開放型宿泊施設」57 は、独立
して生活することができる個人、または、宿泊施設は必要だが集中的な監督

や実質的な条件を課す必要のない個人の場合のコミュニティ居住選択肢を描

写するために使用される。「収容代替措置」は特定の施設での居住指定を含

む場合もあるが、具体的な条件の順守を含めた事案の進捗状況をモニターす

るメカニズムに重点が置かれる。居住の選択肢の詳細な例は、本報告書のコ

ラムで説明している。  
包括的な対応プログラムを開発することが重要であるが、国際移住者

がコミュニティの中にとどまるとすれば、暮らす場所が懸念の対象となるこ

とが多い。コミュニティ居住選択肢として現在使用されている宿泊施設のタ

イプは以下のとおりである。 
 
• 単身用宿泊施設 
• 肉親、友人または親類との共同生活 
• ホスト・コミュニティのメンバーとの共同生活 
• 政府が資金を拠出した住宅選択肢 
• 慈善団体が資金を拠出する個人用住宅 
• 難民認定申請者のための開放型レセプションセンター（一時収容施
設） 

• 難民認定申請者の住居にも利用できる認定された難民のための開放型
センター 

• 難民キャンプや人道支援の一環として保護を提供しているその他の場
所 

• 保護者のいない未成年者または養育者から分離された未成年者のため
のシェルター 
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• 里子を預かる家または孤児院（市民権を有する未成年者との共用施
設） 

• 困窮非正規国際移住者のためのシェルター 
• ホームレスのシェルターまたはホームレスの一時住宅 
• 出国準備の国際移住者センター 

 
本報告書の以下のセクションでは、各ステップを詳細に説明し、なぜ

それが特定され、CAP モデルに組み入れられたかを具体的に示す研究結果を
提示している。それぞれのセクションでは、さまざまな文脈で現在どのよう

に実施されているかの実際例も紹介している。 
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第 1ステップ 
4.1収容が必要でないという推定  
 

収容以外の選択肢では十分でないという証拠がない限り、個人の国際

移住資格を決定するにあたって収容は必要ないということを確立することが

重要である。国際基準に示されているように58 、「収容は必要ではないとい
う推定」は、他の選択肢が利用できる場合、移動の自由に対する各個人の権

利を尊重し、入国管理当局が収容に頼るのを防ぐ助けになる59。この点につ

いて、ブラジル、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラなどの複数のラテンアメ

リカ諸国（コラム 1）など、まったく入管収容を使用していない国が存在す
ることは注目すべきことである。 
政府が職員に移動の自由に対する権利を尊重するように指示するために使

用する主要な戦略が 2つある。これらの戦略は、法律に規定するのが最も強
い表明の仕方である。しかし、政策として述べることもできるし、実務とし

て確立することもできる。その戦略とは次の 2つである。 
 

• 収容は必要ではないという推定 
• 収容代替措置を考慮する義務 

 
 
4.1.1 収容は必要ではないという推定  
 

収容不要推定は、法律に規定するのが最も強い表明の仕方である。そ

のような法律は、決定者および入国管理当局が、各事案について制限的性格

の少ない措置を検討し、収容に直面している個人について、収容が必要とみ

なされる具体的な理由を示すことを確保することができる。収容の決定が行

われる際にそのような考慮が行われたという証拠を提出することが要求され

たり、裁判所による再審が要求されたりする場合もある。 
収容不要推定は、必ずしも法律に規定されているわけではない。必要

になるまで収容しないという政策や入国管理当局者の実務において確立され

る場合もある。コラム 8でスペインの例、コラム 9でスウェーデンの例、コ
ラム 10でインドネシアの例、コラム 17でアルゼンチン例をそれぞれ紹介し
ている。これらの政策は、コラム 3のハンガリーの例のように、脆弱なグル
ープに焦点を当て、一部のグループについては一切収容しない、あるいはめ

ったに収容しないという政策を導入しているところもある。セクション 4.2.3.
で述べたように、そのような対象を限定した政策は脆弱な人々の収容率を引

き下げることを意図している。セクション 4.2 で述べたように、個別評価は、
収容不要推定を実行するための 1つの手段となりうる。そのような代替措置
への政策や実務の移行は、時として、裁判所が政府に対して収容理由やより

寛大な措置が適用されなかった理由を示すよう命じた訴訟の結果として生ま

れた。60   
 
 
コラム1：法律に収容不要推定が規定されている－ベネズエラ  
個人のスクリーニングと評 コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  
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価  
法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
ベネズエラには、国際移住者の収容を認める法律がない。61他方、法律は、

退去強制令書または追放令書を執行する際に課すことができる「予防的措

置」または条件を規定している。これらの条件は30日を超えてはならない。 
 
入国管理法および国際移住第 37号。944 
2004年5月24日 
 
第46条	
 退去強制または追放措置の執行を確保するために、 
入国管理と国際移住を管轄する当局は、そのような行政手続を開始するにあ

たって、本章に列挙された手続の対象となる外国人に対し、以下の予防措置

を義務づけることができる。 
 
1. 外交問題と国際移住を管轄する当局への定期的報告。 
2. 居住している町を許可なく離れることの禁止。 
3. 十分な保証金の納付。ただし当該外国人の経済状態を考慮しなければなら
ない。 
4.行政手続期間中、特定の場所に居住すること。 
5. 管轄当局の決定の順守を確保するために適切と考えられるその他の措置。
ただし、そのような措置は、個人の自由に対する権利の剥奪または制

限をともなってはならない（強調は筆者）。 
 
 
 
4.1.2収容代替措置の検討の義務化  
 

収容代替措置も法律で規定した場合は、収容不要推定を強化すること

ができる。62コラム 2のニュージーランドの例で見られるように、法律に規
定された収容代替措置は、入国管理当局に対し、非正規国際移住者が、国際

移住ケースに決着がつくまでのあいだ、コミュニティの中にとどまる選択肢

を持つことをを明確に示すことができる。このような法律の有効性は、個々

のレベルで適正に実施されるかどうかにかかっている。これらの法律には、

あらゆる条件や制限が、限られた状況において、しかも必要である場合にの

み適用されることを確保するために、代替措置の使用を監視するメカニズム

を組み込むこともできる。 
 
コラム 2：法律に収容代替措置を規定した例－ニュージーランド  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
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個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 
  否定的影響 
ニュージーランドは、最近、「確実な収容の代わりに報告と居住要件を使用

する権限の拡大を含む、多段階の収容・モニタリング制度」を導入した。63 
2009年ニュージーランド移民法第 315条は、収容の対象となる可能性のある
者に適用されうる具体的な条件を規定している。 
 
入国管理官および逮捕・収容責任者は、その者が以下のすべてまたはそのい

ずれかを行うことに同意することができる。 
 
(a) 指定された場所に居住すること。  
(b) 所定の期間または回数、指定された場所に指定された方法で報告するこ
と。 
(c) 以下のことに責任を負う連帯保証人を指定すること。 

(i)	
 その者が本条にもとづいて同意された要件を順守すること。 
(ii)	
 それらの要件をその者が順守しなかった場合、不履行を報告する

こと。 
(d)その者が申請者である場合、必要な難民保護担当官との面接または裁判所
での尋問に出席すること。 
(e) その者のニュージーランドからの強制送還または出国を容易にすることを
目的としたその他の行動を取ること。 
 
放免条件を順守しなかった場合、または退去強制令書を執行する場合、そ

の者は逮捕および収容の対象となる。これらの条件の適用は入国管理官の

裁量である。 
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第 2ステップ  
4.2個別案件のスクリーニングと評価   
 

入管収容の対象となっている個人、または、そのリスクに直面してい

る個人のスクリーニングと評価は、不必要な収容を減らすための重要な手段

である。 
個別評価により、当局は、個々人のリスクと脆弱さのレベル、強さと

ニーズを特定し、評価することができる。そのような評価により、当局は、

個人が国際移住資格の決定を求めた際に、当該個人を管理・支援する最適な

方法について情報に基づく決定を行い、収容する必要性の有無とその処遇に

ついて個別的に決定を行うことが可能になる。コスト削減は、不必要な収容

を制限することにより、この対象を絞ったアプローチを通して達成すること

ができる。そのことは、当局が、特に複雑なニーズをもつ個人の事例におい

て、決定が法的要件と配慮義務の諸問題に沿ったものであることを確保する

ことができるプロセスも提供してくれる。そのような評価枠組みの例は、カ

ナダ64 、英国65 及び香港（コラム 5）に見ることができる。 
個別ケースのスクリーニングと評価は、いくつかの要素から構成され

る場合がある。以下のセクションでは、国際移住者に対する有効なケース・

マネジメントにとって重要と現在思われている 4つの主要な評価分野を取り
上げる。図 2に見られるように、これらの分野は以下の通りである。 
 
 

 
 
図 2：個別評価を通じた集団の理解  
 
 
4.2.1法的義務  
 

個人を恣意的な収容や不当な収容から保護するために、収容が、ケー

スごとに、合法的に適用されるようにすることが最も重要である。個人を国

際人権法および国際人権基準、収容に関する国内法令や政策に照らしてスク

リーニングを行うプロセスは、不法な収容の可能性と高額な訴訟、それに伴
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脆弱性  

個々の  

ケース要因  

身元確認  

健康  

セキュリティ  
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う世論の批判を減らすことができる。各個別事案について法的義務を評価す

ることによって、収容の合法性を確立し、満たされなければならない法的要

件の有無を特定することができる。 
多くの国は、未成年者など一定の脆弱な個人を収容することはできな

いなど、特定の国際移住ケースについての義務的行動を定めた法律をもって

いる。そうした行動は、それぞれの国の法律、場合によっては、域内の協定

などにより幅がある。国家は、いかなる形態であれ義務的収容の導入を検討

する場合、恣意的収容から保護される権利が尊重されるよう細心の注意を払

わなければならない。66 
現段階で評価すべき、法律によって規定された義務や政策によって確

立された義務の例としては、パナマ（法令 03/2008）とベルギー（コラム
13）の未成年者に関する規定、ハンガリー（コラム 3）の保護者のいない未
成年者についての規定など、特定の集団について収容を禁止している例があ

る。これには、以下のような収容を禁止する法律が含まれる。 
 

 市民および合法的在留資格を有する居住者 
 保護者のいない未成年者または養育者から分離された未成年者 
 未成年者のいる家族 
 難民、拷問被害者または人身取引の被害者などの脆弱なグループ 

 
セクション 4.1で述べたように、収容代替措置が適用されること、ま

たは、収容を適用する前提として個々のケースで収容代替措置が不十分であ

ることが証明されることを法律または政策が義務づけることも考えられる。 
また、セクション 4.5.1で議論したように、またコラム 17のアルゼン

チンの例からも分かるように、すでに収容されている人々が放免されるべき

状況を法律や政策に規定することも考えられる。そうした状況としては以下

のような状況が考えられる。 
 

 収容環境内で配慮義務を履行することができない場合 
 収容の最大期間に達した場合 
 ビザが交付されるか、在留の権利を獲得した場合 

 
スクリーニングと評価プロセスに法的義務を組み入れることにより、

収容に関する決定を合法的なものとし、不当な収容や恣意的収容の有害な結

果から個人と国家を保護することができる。 
 
 
コラム 3：  
保護者のいない未成年者を収容しないことを規定した法律の例－ハン

ガリー  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 
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  否定的影響 

第三国国民の入国許可および在留の権利に関する 2007年法の第 II号第 56条
は、保護者のいない未成年者はハンガリーにおいて国際移住上の問題を理由

として収容することができないと規定している。成人に伴われることなくハ

ンガリーに入国した 14歳から 18歳の未成年者にはシェルターが提供され
る。67このプロジェクトはハンガリーの NGOが運営し、欧州難民基金とハン
ガリー政府が運営資金を拠出している。インタビューの時点で、シェルター

には 80人の居住者が暮らしており、ほとんどがアフガニスタンおよびソマリ
アの出身であった。ベッドルームは、2人から 4人の入居者が共有してい
る。施設は、ラウンジルーム、ビリヤード、卓球台、テーブル・サッカー台

のあるプレイルーム、体育館、ハンガリー語の授業のための教室などから構

成される。スタッフは、居住者の福祉を支援することに熱心に取り組んでい

る。法的支援は、専門の法律扶助組織を通して利用可能である。シェルター

は、もう一つの NGOと連携して、地元の学校の一つと協力してこの若者の
グループに適した教育機会を作り出している。  
 
 
4.2.2健康診断、身元確認およびセキュリティ・チェック  
 

あらゆるスクリーニング・評価プロセスの中心的要素は、標準的な政

府の健康診断、身元確認およびセキュリティ・チェックである。これら 3つ
の評価は、領土からの人の出入国を管理し、規制するのに不可欠である。い

くつかの国では、これらのプロセスの間の収容の使用または収容期間を最小

限にするために合理化された身元確認、健康診断およびセキュリティ・チェ

ックが導入されている。 
 
健康診断 
 

医療評価により政府は、結核などの伝染病を含む健康問題がないか調

べることができる。68健康診断により政府は、主要な健康問題を特定・治療

し、市民の健康を保護することができる。健康診断は、接触伝染病が収容セ

ンターに持ち込まれないようにすることによって被収容者たちの健康を保持

し（セクション 4.5.1参照）、重病の人々を収容から除外または放免するため
に使用することもできる。健康診断は、国の健康管理システムに対する国際

移住者による不公平な負担がかからないよう制限するために使用されること

がある。しかし、それを行うにあたっては、重病の個人が、医学的な配慮を

与えられないこと、または、帰還した場合に適切な治療を受けられる見込み

のないまま強制送還に直面することによって非人間的な苦しみに直面するこ

とがないよう細心の注意を払わなければならない。69 スウェーデンは、到着
した難民認定申請者に健康診断を提供しているが、一般の人々に影響を与え

るおそれのある病気に罹患している徴候がはっきりしている場合にだけ義務

づけられている。70 
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身元確認 
 

身元確認は、名前、出身国、市民権を有する国、生年月日などの主要

な身元情報を明らかにする。これは、身分証明書やパスポートなどの渡航文

書が他のすべての証拠と合致すれば、簡単に証明される場合もある。しかし、

その者が証明書の原本をもたずに迫害国から逃げださざるを得ない場合、あ

るいは、偽名で入国しようとしている場合、身分事項の証明が困難となりう

る。71 これらの問題は、本研究の範囲を超えている。しかし、身分事項を証
明する文書を提供できないことが長期収容につながってはならない。それは、

収容を恣意的なものにするおそれがある。スウェーデン、フィンランド、ド

イツといった多くの国々では、身元確認に取り組む一方で、難民認定申請者

に開放型の宿泊センターを提供している。また、カナダは、職員に対し、あ

る者が自分の身分事項の確定に協力しているが、身分事項を証明することが

できない場合はその者を放免するよう命じている。72  
 
セキュリティ・チェック 
 

セキュリティ・チェックは、当該個人が国の安全保障や公の秩序に対

する脅威ではないことを明らかにするために行われる。とりわけ、テロリス

ト・ネットワークまたは人権侵害に参加した経歴は、それが国の安全保障や

公の秩序上の問題と考えられる場合、領土への入国を不可能としうる。安全

保障上の懸念をリスク評価に組み入れている国には、オーストラリア、英国、

米国、香港（コラム 5）などが挙げられる。そのようなチェックは、収容が
不要に長期化しないようにするため、できるだけ早期に、そして時機を逸せ

ずに実施しなければならない。身元確認の場合と同様、セキュリティ・チェ

ックを実施するための努力に協力している個人に、長期収容に耐えるよう強

制してはならない。このプロセスで安全保障上のリスクとみなされた個人は、

その評価の根拠について理解し、法的助言を受け、独立の機関に対して自身

の主張を訴えるための追加情報を提供する機会を与えられなくてはならない。

禁錮刑を満了した国際移住者に関するリスク評価は、セクション 4.2.4で特性
の問題として取り上げている。  
 
4.2.3 脆弱性  
 
 脆弱性の評価により、脆弱な個人の特別なニーズに配慮し、適切な支援

を組み入れたマネジメント・プログラムを確保ことができる。そのような評

価により、基本的ニーズを満たすため、あるいは、日常の活動を行うために

追加の支援が必要な人々を特定することが可能であり、また、国際移住手続

を理解して手続を行うため、さらに、放免条件を満たすために追加の支援を

必要とする人々を特定することができる。脆弱な個人の場合、収容環境に対

応するために必要な人的資源が足りない場合があり、被害を受けるリスクが

高まる懸念がある。73 セクション4.1および4.2.1で議論したように、一定の脆
弱なグループを収容してはならないと規定している国もある。脆弱な個人は、

コミュニティ環境下での管理を通じて、収容にともなう被害から最もよく保

護される。 
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 脆弱性評価では、ある個人の社会での地位がどのようにしてその人を他

の人との不平等な関係に置いているかを特定する。この概念に関する最近の

研究は、人々が何に対して脆弱であるかに関して評価を構成することによっ

て、脆弱性を生む文脈に焦点をあてている。74 しかし、現在使用されている
ほとんどの脆弱性評価は、一定のカテゴリーに属する人々を特定の個人的性

質に基づいて脆弱な存在と特定している。75本報告書では、我々は、図3に示
したように、従来から脆弱なグループを特定するために使用されてきた4つの
分野について考察する。これらは以下の通りである。 
 
 

 
 
図 3：脆弱性の評価  
 
 
年齢 
 

脆弱性評価は、年齢ゆえに脆弱な立場に立たされている個人を特定し

なければならない。社会における経済的、政治的および個人的な力は年齢に

依存するものであることが多い。虚弱である高齢者、または、もはや働くこ

とができない高齢者は、しばしば、他人に依存することで基本的ニーズを満

たしている。76同様に、子どももほとんどが成人に頼って基本的ニーズを満

たしている。さらに、子どもは、認識能力や情緒的能力を発達させる時期に

あり、この発達時期になんらかの障害があれば、将来の認識能力や情緒的能

力が影響を受けるおそれがある。国際条約は、子どもの最善の利益を追求す

るよう当局に命じることで、子どもたちを保護している。77一人で渡航して

きた未成年者、または、自分の家族とともにいない未成年者は、国際移住プ

ロセスにおいて特に脆弱な存在である。未成年者の年齢評価は、子どもの同

意を得て、独立した専門家が文化やジェンダーに十分配慮した方法により行

う最終手段としてのみ実施すべきである。年齢をめぐり疑義が生じた場合は、

子どもに灰色の利益が与えられなければならない。78脆弱なグループとして

未成年者に対処している国の例は、コラム 3 のハンガリー、コラム 5 の香港、
コラム 4のフィリピン、コラム 13のベルギーなどである。 
 

年齢  
 

・高齢者および特に保護者のいない子ども、一人

となった未成年者  

・リスクに直面している女性、子どもを育てている女

性および妊娠中の女性、性的指向、性同一性によ

りリスクに直面している人々  

・身体的、精神的に健康でない人、障害がある

人、精神社会的・福祉的要素  

・難民、難民認定申請者、無国籍者、人身取引の被

害者、拷問や心的外傷、性別にもとづく暴力の経験

を有する者  

健康  

保護ニーズ  

性別／多様性  
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ジェンダー／多様性 
 

ジェンダー、性同一性、性的志向、多様性を示す外見的特徴は文脈に

よっては脆弱性を形成する場合がある。リスクのある女性、子どもを育てて

いる母、妊娠している女性は、収容環境ではより脆弱な存在と考えられる。

性的志向と性同一性は、特に収容との関係では、脆弱さを形成する可能性が

高い。79 コラム 13「ベルギー」からも分かるように、脆弱性評価でこれらの
問題を把握することで、管理の選択肢の 1つに安全な生活環境を加えること
ができる。 
 
健康状態 
 

健康と福祉に影響を及ぼす深刻な問題を抱えている人々は、国際移住

資格の認定プロセス（コラム 5「香港」とコラム 12「オーストラリア」参
照）において脆弱な存在となりうる。独立して生活する能力を危うくする身

体的または精神的な健康問題を抱えている人々は、毎日の世話や医学的な配

慮を得るため支援を必要とする場合がある。そのような支援により、配慮義

務を果たすことができる。また、健康上の問題がコミュニティでの居住の要

件を満たすことへの障害とならないようにすることもできる。たとえば、慢

性疾患を抱えている場合、当局との接触を維持したいという意欲がありなが

らも、定期的に報告するという要件を守ることが身体的にできない場合など

が考えられる。80福祉に影響を与え、脆弱さを形成するその他の心理社会的

要因としては、深刻な家族関係の破綻、暴力や虐待の経験、深刻な問題行動

が見られる子どもの存在などが挙げられる。81  
多くの被収容者が特に重篤な病気や慢性疾患に対する適切な治療を受

けることが困難であるため、収容ケースでは、特に健康と福祉の評価が重要

である。さらに、セクション 1.3で議論したように、収容が、いくつかの健
康状態の発症や増悪の原因となる主な要因になる場合もある。 
 
保護ニーズ 
 

人権に関する国際的な合意文書は、領土内にいる脆弱な個人を保護す

る国家の責任を強調している。とりわけ、これらの合意文書は、子ども、難

民認定申請者、難民、拷問被害者、人身取引の被害者、女性、無国籍者を保

護している。82 ラテンアメリカおよびアフリカの地域協定は、合法的な理由
により自国を離れることを強いられた国際移住者に追加的保護を与えている。
83 さらに、拷問、暴力または心的外傷を経験した人々は、収容の有害な影響
に対してより脆弱であり、刑務所のような環境に置かれることによって再び

心的外傷を負うより高いリスクにさらされる。脆弱性評価は、保護ニーズの

ある個人を特定し、彼らが庇護プロセスにアクセスし、地位が評価されてい

るあいだ、彼らを適当な環境のもとに置かれることを確保するだろう。コラ

ム 8「スペイン」、コラム 9「スウェーデン」コラム 15「ハンガリー」を参
照のこと。 
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コラム 4：  
難民、難民認定申請者、脆弱者グループの収容を解く－フィリピンの

例  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

フィリピンは、在留資格のない難民認定申請者に身元確認文書を交付

することによる自己誓約に基づく放免モデルを活用している。84 1940年移民
法第 47条（b）節には、大統領は「人道的な理由から、公の利益に反しない
限り、宗教、政治または人種の理由により難民である外国人を、大統領が指

定する事案分類および条件にしたがって入国を認める権限を有する」と規定

されている。さらに、司法省省令第 94号第 13節 1998年規定は、「［難民］
申請者が収容されている場合、委員会は、誓約にもとづいてコミュニティの

信頼できるメンバーの下への申請者の仮放免を命じることができる」と規定

している。85  
 この省令により、司法省、UNHCR、NGOの関係が成文化された。こ
の関係を通して、収容中の在留資格を持たない者または許可なく上陸した者

で庇護を求めた者は、司法省の命令によって放免されうる。実務上、難民認

定申請者は UNHCRの協力の下で地位証明書を交付される。この文書は入国
管理委員会に送られ、正式なものとして作成、発行される。そしてこの文書

が裁量にもとづく難民認定申請者の放免の基礎となる。唯一の条件は、難民

認定申請者が難民の地位の認定プロセスの要件に従うことに同意することで

ある。 
 これに加えて子どもは通常収容されない。国境にいる在留資格をもた

ない子どもは通常収容されず、収容されるとしても、社会福祉開発省に照会

後、定型的に放免される。社会福祉開発省は責任ある保護者として委任さ

れ、ソーシャルワーク、シェルター、ヘルスケア・サービスを提供する。 
 
 
 
4.2.4個別ケース要因  
 

コミュニティ環境で適切に個人を管理するためにどのような支援や追

加的条件が必要か検討する際、個人とその状況に関するさまざまな要因が関

係しうる。この評価に取り入れるべき主要な分野には、以下が含まれる。 
 

 国際移住プロセスの段階 
 ケース解決までに予想される所要時間 
 意図された目的地 
 家族やコミュニティとの結びつき 
 これまでの順守状況を含めた特性 
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 プロセスに対する信頼 
 
国際移住プロセスの段階 
 

個人を適切な環境に置くには、個人が国際移住プロセスのどの段階に

到達しているかを理解することが重要である。ビザ申請に対する一次決定を

まだ待っている当事者は、すべての段階でビザを拒否され、その国にとどま

るための法的手段が残っていない当事者とでは、状況は非常に異なる。 
衆目の一致している点は、難民認定申請者と非正規国際移住者は、目

的国にいる場合、ビザ申請、地位の認定またはその他の法的プロセスの結果

を待っている間に逃亡することはほとんどないということである。86 米国司
法省の統計によれば、移動の自由に対する制限を受けることなく独立してコ

ミュニティ内に住んでいる難民認定申請者の 85％以上が、なんら追加的条件
を課されなくても移民裁判官による審理を受けるために出頭したことを示し

ている。87そのような結果は、評価手続がまだ続いている多くの人々にはモ

ニタリングやその他の条件が必要でない可能性があることを示唆している。 
この要素だけで順守されるかどうかと判断されるわけではない点に注

意することが重要である。コラム 12「オーストラリア」、コラム 13「ベルギ
ー」で見られるように、コミュニティ環境下で帰還や強制送還に直面してい

る人々と協働するプログラムが成果を挙げている国がいくつかある。しかし、

これらのプログラムは、国際移住プロセスの段階を考慮し、可能なかぎり、

これらの人々が自己出国できるよう後押しするための支援と条件を利用して

いる。 
 
ケース解決までに予想される所要時間 

 
収容代替措置を考慮するとき、国際移住プロセスが完了するまで、ま

たは、強制送還が達成可能になるときまでに予想される所要時間も重要な要

素である。その具体例は、コラム 5「香港」、コラム 16「オーストラリア」、
コラム 17「アルゼンチン」などである。収容期間が長くなればなるほど精神
的危害が増大する可能性が大きくなる88ことを考えると、ビザの決定や強制

送還が合理的な時間内に達成できないことが明白な場合、収容は正当化でき

ない。特に、無国籍である人、あるいは、戦争、激しい紛争または天災など

により混乱状態にある国への強制送還に直面する可能性がある人は、代替措

置が整備されていないと不必要な収容や長期収容に付されるリスクが特に高

くなる。89  
 
意図された目的地  
    

先行研究とインタビューで得た証拠は、難民認定申請者と非正規国際

移住者は、彼らが目的国におり、ビザ申請、地位の認定またはその他の法的

プロセスの結果を待っている場合、逃亡することはほとんどないことを示唆

している。90 プロセスに関与し続けることでビザやその他の合法的な在留根
拠を得る最善の可能性が確保されることから、好ましい目的地で合法的資格



 

   - 28 - 

をえられる実際の見通しがあれば、逃亡の可能性は低いと考えるのが合理的

である。 
この要素は、国自体が経由国か目的国かどちらに分類されるかにもと

づくことが多かった。しかし、その国がそれぞれの個人にとって意図した目

的地かどうかを確認するほうが効果的である。たとえば、収容を解かれた難

民認定申請者グループにおける順守状況を評価した米国のある研究は、自分

の意図した目的地としてカナダを挙げた個人が入国管理審理に出頭する見込

みが一番低いと報告している。91米国を「目的国」に位置づけることは、カ

ナダを目指している個人にとっては、意味がなかった。 
 
家族やコミュニティとの結びつき   
 

国際移住者の場合、家族への責任が牽引力となっていることが多く、

このことが、彼らの判断や選択に個々に作用している。総じて、小さな子ど

もがいる家族は逃亡する可能性がより低いと考えられる。学校教育のような

社会制度に参加している場合は特にそうである。92 同様に、コミュニティの
内で家族とともに暮らし、コミュニティから追加的な支援や接点が得られる

人も逃亡する可能性が低い。93家族を残してきた人々は、海外で苦しんでい

る愛する人々を経済的に支えるために、国際移住資格に悪影響を及ぼす可能

性があるとしても違法就労のリスクを冒すかもしれない。こうした懸念はあ

るものの、多くの家族は、最終的に安全な国で再会できる日が来ることに希

望を託し、長い間難しい制限に忍従する。94 
個別ケースを評価する際、地元コミュニティとの結びつきも重要であ

る。95地元コミュニティとの結びつきがあることを窺わせる事実は、当人が

引き続き地元地域の中にとどまるという確信を高める。こうした結びつきを

評価するために使用される要素は、近しい家族や親せき、宗教組織の構成員

であるなど強い社会的ネットワーク、安定した住所、仕事、履修している学

習課程またはトレーニング、資産や事業を所有しているかどうかなどである。

コミュニティに住んでいる期間の長さも、この点で指標となりうる。 
既存の結びつきの役割もさることながら、コミュニティ内に家族や友

人をもたない新規到着者であっても、放免と同時に支援やケース・マネジメ

ントを提供するプログラムを通してコミュニティや宗教組織と関わるように

なれば、すぐに効果的な結びつきを築くことができる。 
セクション 4.4で議論したように、家族やコミュニティとの結びつき

は、保証書または連帯保証人プログラム、監督プログラムの一環として評価

されることが多い。これについては、コラム 5「香港」、コラム 11「米国」、
コラム 14「カナダ」を参照のこと。  
 
これまでの順守状況を含めた特性 
 

刑事司法の場合と同様、多くの国は、ビザまたは地位のプロセスが完

了するまでのあいだ、または帰還や強制送還の準備をしているあいだの最善

の選択肢を検討する際、当局に対する過去の順守実績など、当人の特性をう

かがわせる証拠に依拠している。過去の行動が将来の選択を考える良い手掛

かりになりうる。また、特性評価は合理的期待を導き出す際の参考となりう
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る。たとえば、当局と協力した経歴をもつ人は、それに対する反証が出てく

るまで、今後も信頼できる方法で行動しつづけると合理的に期待することが

できるだろう。過去の当局との協力の証拠としては、地域奉仕活動や禁固刑

を満了するまでのあいだ、当局に従ったことなどが挙げられる。非暴力的犯

罪で服役した個人は、コミュニティ居住選択肢から自動的に除外されるべき

ではない。そのような評価を利用する国は、逃亡のリスクを低減するため、

不順守の経歴のある個人を特定し、セクション 4.4で概観するようなより厳
しい条件を課すことができる。 

また、正規の国際移住資格を持たないこと自体は、逃亡の可能性を示

すものではない点に留意すべきである。さらに、迫害その他の重大な危害か

ら逃れる際に偽造文書を使用することは、特性の問題とみなすべきでない。 
放免条件や出発条件の順守実績などの特性評価は、逃亡のリスクを評

価するのに使用されている要素である。オーストラリア（コラム 16）、カナ
ダ、香港（コラム 5）、南アフリカ、英国、米国などがその具体例である。 
 
プロセスに対する信頼 
 

セクション 3で説明したように、本研究で得られた証拠は、難民認定
申請者および非正規国際移住者は、公正な難民認定またはビザ審査のプロセ

スを経たこと、プロセスを通じて情報を提供され支援を受けたこと、合法的

に国にとどまるためのすべての選択肢を探ったことについて納得している場

合、ビザまたは地位を付与しない決定であっても、それを受入れ、順守する

可能性がより高くなることを示している。96 これと対照的に、当該個人が自
分のケースが適切に審理されなかったと考えている場合、または、プロセス

が不公正だと感じている場合は、否定的決定に異議を申し立てる可能性また

はその国にとどまるための別の手段を見つける可能性が高まる。97 プロセス
に対する個人の信頼感の評価は、持続可能なケース解決を達成するために更

なる支援を必要としうる人々を特定する一助となるだろう。 
セクション 4.3で議論するように、この問題に対しては、プロセス全

体を通じて適切かつ時宜を得た法的助言とケース・マネジメントを確保する

ことが最も適切な対応である。しかし、不許可ではなく、許可された同様の

ケースを知っている場合98 や生命や自由に対する深刻な脅威に直面している
のにそれが既存の保護メカニズムにあてはまらない場合などでは、自分たち

が経た官僚プロセスを信頼しなくなる人もいる。99 このような場合、ケース
ワーカーや弁護士が、合法的にその国にとどまるためのすべての選択肢を探

ることによって、これらの懸念を認識することが特に重要である。これ以上

選択肢が残っていない場合、第三国への退去、出身国の他の地域への退去ま

たは実質的な帰還支援の提供など代替的な解決策を模索することが必要かも

しれない。それによって、否定的な決定に対する不信を克服し、強制送還に

ともなう心的外傷や力の行使を回避することができるかもしれない。退去に

向けた関わりにおける支援についてのさらに詳しい情報については、セクシ

ョン 4.4.4.を参照されたい。 
 
 
コラム 5： .収容の必要のない個人を特定する－香港の場合  
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個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

香港特別行政区当局は、収容するかどうかの判断に際して、非正規国

際移住者のスクリーニングと評価を行う。100現在の収容政策は、「ある者を

放免すべきか収容すべきかを決定する際、局長/長官は、以下を含む当該ケー
スに関連したすべての状況を考慮に入れる。 
 
(i) その者の退去は、合理的な時間内に可能になりそうかどうか。 
(ii) その者がコミュニティに対する脅威または安全保障上のリスクを構成する
かどうか。 
(iii) その者が逃亡するリスク、および／または、（再）犯罪のリスクがある
かどうか。 
(iv) その者の身元が確認される、または、真正であると認容されるかどう
か。 
(v) その者が香港に緊密なつながりや決まった住所を持っているかどうか。 
(vi) 放免に有利なその他の状況があるかどうか。101  
  

短期の収容後、難民認定申請者と拷問被害者としての認定申請者な

ど、ほとんどの脆弱な個人は自己誓約に基づいて放免される。102 これには、
自己保証の条件と最小限の報告要件が含まれる場合がある。難民認定申請者

と拷問被害者としての認定申請者は、コミュニティ内での地位を記載した誓

約書を交付される。政府が資金を拠出し民間組織が運営するプロジェクト

は、プロジェクトのクライアントに対して、コミュニティ内での住居の手配

や食糧、衣類、医療の直接的提供を行う。ケース・マネジメント・アプロー

チを使って、ケースワーカーは、新規受け入れ時にそれぞれのケースを評価

し、利用できる資源に沿って適切な対応プログラムを作成する。保護者のい

ない未成年者のような脆弱なクライアントは最優先にし、可能な限り一層の

支援を行う。プログラムは、1日あたり一人当り 109香港ドルであり、順守
率はおよそ 97％である。103ケースワーカーは、順守に関する事項に責任を持

たないが、違反があることが分かれば当局に報告しなければならない。香港

のその他の NGOは、このコミュニティ環境を強化する無料の法的助言と支
援サービスを提供している。
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第 3ステップ  
4.3 コミュニティ環境を評価する  
 

コミュニティ環境には入国管理当局に従う能力を支える要素もあれば、

それを損なう要素もある。最も個人を適切で効果的な対応プログラムと合わ

せるためには、これらの要素を評価することが必要である。そのような文脈

的要素は、多くの場合個人のコントロールが及ばないものであり、当局の指

示にしたがうという彼らの姿勢を維持する能力に重大な影響を及ぼす場合あ

る。 
セクション 3で指摘したように、難民認定申請者および非正規国際移

住者は、公正な難民認定またはビザ審査のプロセスを経たこと、プロセスを

通じて情報を提供され支援を受けたこと、合法的に国にとどまるためのすべ

ての選択肢を探ったことについて納得している場合、ビザまたは地位を付与

しない決定であっても、それを受入れ、順守する可能性が高まる。コミュニ

ティ環境は、プロセス全体を通じた適切な支援と構造を含むものである場合、

この結果に寄与することができる。そのような支援は、難民認定申請者と非

正規国際移住者が、自分たちが関与している法的・行政的プロセス、合法的

在留への限られた手段、将来予想されるすべての結果、不順守の場合の影響

について理解できるようにする。これらの結果に寄与しうるコミュニティ環

境の主な要素を以下に挙げる。 
 

 ケース・マネジメント   
 法的助言と通訳 
 基本的ニーズを満たす能力 
 身分事項を証明する文書 

 
これらは、スクリーニング・プロセスを通じて浮上してくる懸念をコミュ

ニティ環境が緩和することにつながる主な方法である。これらは、政府が一

定のコントロールを持ちうる分野でもある。当局は、入国管理プロセスの順

守に対する懸念を低減するため、たとえば法的助言やケース・マネジメント

に資金を提供することなどによって、コミュニティ環境を強化するという方

法を選ぶこともできる。さらに、セクション 5でさらに詳しく議論するよう
に、ケース・マネジメントや法的支援と組み合わせた宿泊施設プログラムの

ほうが、個人を同じ期間にわたって収容しておくより安上がりである。 
付言すれば、被収容者は自分たちが何らの罪も犯していないと考えて

いるのに犯罪者のように扱われていると感じるため、入管収容は、通常極め

て不当なものとして経験される。104評価プロセスに対する彼らの経験は、こ

の不当感で満たされ、それが自分たちのケースが公正に審理されなかったと

考える要因となりうる。これが、保護の必要がないと判定された人々の強制

送還の達成を極めて困難なものとしうる。収容された人々に対してでさえ、

強制退去は本人が従おうとしなければ、実際に強制送還するのは非常に難し

い。105 
 
4.3.1 ケース・マネジメント  
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研究を進めるなかで特定された最も成功したシステムまたはプログラ

ムは、コミュニティ内での居住条件に対する高い順守レベルと健康と福祉の

改善を維持しながら、ケース解決に向けて取り組むケース・マネジメントに

拠っている。ケース・マネジメントは、個人の固有のニーズや困難な課題、

脆弱性や保護ニーズから法律や政策上の配慮に至るまで、さまざまな状況を

理解し、対処することに重点を置いている。 
ケース・マネジメントは、個人のニーズと強みをすべて特定すること、

利用できる資源によりできるかぎりニーズに応え、強みを活用すること、予

測されるさまざまな結果に対処する個人の耐性を涵養することに依拠してい

る。106 ケース・マネジメントとは何か、国際移住マネジメントという文脈の
なかでどのように活用できるかは多くの人にはまだよく分からないことから、

以下で更に詳細に説明している。国際移住受入れ制度でそれがどのように使

用されているかの実際例を、コラム 3「ハンガリー」、コラム 5「香港」、コ
ラム 8「スペイン」、コラム 9「スウェーデン」、コラム 11「米国」、コラ
ム 12「オーストラリア」、コラム 13「ベルギー」、コラム 14「カナダ」に
挙げている。 
 
ケース・マネジメントとは何か 
 

ケース・マネジメントとは、複雑なニーズを抱えた脆弱な人々の健康

と福祉に対する調整された対応を確保し、支援するため、福祉分野で幅広く

使用されている包括的で協調的なサービス提供アプローチである。107 ケー
ス・マネージャーは、彼らの潜在的な力を引き出し、福祉と問題解決能力を

強化し、未解決の問題を解決し、どのようにすれば彼らが居住するコミュニ

ティ内でサービスや資源が得られるか情報を提供するために個人や家族と活

動面での関係を築き、注意深い対応を必要とする子どもや青少年、精神疾患

を患っている人たちなど自らを保護できない状況にいる人々の保護に取り組

む。一般にケース・マネージャーは、ソーシャル・ワーカー、心理学者その

他の福祉の専門家である。108 
 
国際移住者に対するケース・マネジメント 
 

国際移住という文脈からケース・マネジメントを見ると、ケース・マ

ネジメントは、難民、難民認定申請者、非正規国際移住者らを、彼らの地位

が決定するまでのあいだ、コミュニティ内または収容下において支援し、管

理する戦略と位置付けることができる。109 ケース・マネージャーの役割は、
入管職員、官僚または警備員の役割とは異なる。ケース・マネージャーは、

入国管理のケースについて決定を下したり、不順守を取り締まったりするの

ではない。むしろ、ケース・マネージャーは、個人、当局、コミュニティと

のあいだに基本的なつながりを築く。ケース・マネージャーの活動として次

のような活動を挙げることができる。 
 

• 問題となっている政府の意思決定者と個人による情報に基づく意思
決定を促進する。そのために、すべての関連する情報、選択肢、権

利、責任への時宜を得たアクセスを確保する。ケース・マネージャー
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は、個人が入国管理上の地位、司法・行政プロセス、出身国または第

三国で利用できる選択肢を理解していることを確保する。プロセスの

透明性が高まればそれだけ、当事者は自分の主張をすべて行うことが

でき、また考慮されたという実感を抱き、自分たちにどのような選択

肢があるかを理解し、その結果、自分たちに課される指示に従い、関

連するすべての情報を当局に提供する可能性が高まる。 
 
• 時宜を得た公平なケース解決を促進する。ケース・マネジメントは、
より迅速で持続可能性の高い入国管理決定、認定プロセスに対する信

頼の構築、利益のない訴えの低減に寄与することができる。これがひ

いては、地位を与えられた個人の統合や拒否された個人の自己出国と

いった形で、最終的な入国管理の結果を改善しうる。たとえば、ケー

ス・マネージャーと個人との一貫した信頼感に満ちた関係により、個

人は、当局がまだ知らないかもしれない重要な情報を明らかにするこ

とがある。情報収集の目的についてクライアントの同意と透明性の高

いコミュニケーションを行うことにより、ケース・マネージャーは、

個人、弁護士、入国管理当局と協力し、この情報をできるだけ早期に

組み入れ、後でケースを再審査する必要を防止することができる。さ

らに、ケース・マネジメントは、在留が認められなかった場合、自主

出国の選択肢の可能性を探ることを含め、クライアントの心の準備を

整え、入国管理当局の決定に従う可能性を高めるのを支援する。 
 

• コミュニティ・サービスおよびサービスネットワークへのアクセスを
促進にすることによって対応と福祉を向上させる。健康上の懸念や

拷問経験といった脆弱性の存在が確認されている当事者が、地位の認

定が出るまでのあいだ支援を受けることができれば、入国管理上の結

果に関係なく、個人、コミュニティ、政府いずれにとっても良い結果

が達成される。たとえば、難民の地位またはビザが付与されれば、自

活し家族を養うといったより有意義な社会参加や社会貢献を行える健

康状態にある見込みが高まる。あるいは、ビザや地位が認められなか

ったとしても、より良く帰還や再定住に対応できる立場に立つことが

できる。退去に直面している個人に関わっていく際にケース・マネー

ジャーが使用する戦略は、健康状況を安定させるなどの帰還の前に立

ちはだかる障害に対応する柔軟性とともに、合法的在留の選択肢、第

三国における選択肢、出身国内の他の地域への移転、帰還支援の模索

などである。 
 

• 個人のリスク、脆弱性、ニーズの個別評価を確保し、すべての選択肢
を検討し、適切な決定の実施を支援することによって、不必要な収容

や不当な収容を避ける。信頼できる情報があれば、当局は、実際の

逃亡のリスクおよび脆弱性に関する情報に基づく決定をすることがで

きる。さらに、難民でない、または他のどのビザや地位にも該当しな

いと判定された場合、ケース・マネージャーは、クライアントが自己

出国を含めて残されたすべての選択肢を検討することを支援できる。 
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ケース・マネジメント・プロセス 
 
ケース・マネジメント・プロセスでは、スクリーニング、評価、ケー

ス・プランニング、介入、継続的見直しが鍵となるステップである。 
 

 

 
 
図 4：ケース・マネジメント・プロセス  
 

スクリーニングは、非正規に入国した時点、非正規な地位でコミュニ

ティ内にいることが確認された時点、庇護申請または保護申請提出時など、

できるだけ早い時期に実施すべきである。脆弱性やリスクの徴候が存在する

場合、個人を包括的評価に付すべきである。 
包括的評価は、スクリーニングの間に見られたリスクまたは脆弱性の

徴候を受けて行われ、更なる意思決定の基礎を提供する。個人に影響を及ぼ

すすべての制度や要素の考慮を通じて、ケース・マネージャーは基本的なニ

ーズと保護に関する問題を特定し、対処することができる。また、その一方

で、入国管理上の地位を管理しなければならないという政府のニーズを含め

た制度的・政策的問題も考慮する。ケース・マネージャーは、リスク、脆弱

性、強み、福祉と時宜を得たケース解決を確保するためにクライアントが必

要としうる支援を理解するため、クライアントおよび入国管理当局、医療従

事者、法的助言者、家族など、すべての主要な利害関係者と関わる。これが

適切なマネジメント対応についての提言につながる場合がある。 
ケース・プランニング－個人のニーズと優先事項を理解することと

個人が自分の状況について理解することで、迅速なケース解決を支援するた

めにどのような行動が必要であるかが分かるかもしれない。詳細な難民の主

張を提出するための法的支援が必要な行動かもしれない。あるいは、拷問や

心的外傷の経験に対処するためのカウンセリングかもしれない。そのため、

評価プロセスを通して収集される情報が考慮、分析される。そして、目標が

設定され、優先順位が決定され、行動計画が作成される。ケース・マネージ
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ャーと当事者は一緒になって詳細なケース計画を作成する。そして、目標に

到達するために必要なステップ、タイムライン案、責任者の概略をまとめる。

住宅、健康管理、生計、社会的サポートに対するニーズ、報告要件、ロジス

ティックといった実際的な必要事項の検討と計画が不可欠である。 
介入－合意されたケース・プランは実施され、それは、コミュニケー

ション、教育、アドボカシー、適切なサービスの関与の促進を確保し、個人

が入国管理当局とのつながりを維持するのを支援するものでなくてはならな

い。個人および主要なすべての利害関係者にしっかりと関わることが、入国

管理ケースを解決に導き、脆弱な個人を支援するうえで重要である。定期的

なケース会議を促進することは、生産的な介入となりうる。ケース・マネー

ジャーとクライアントの間の継続的関係を使って、個人は、自分たちのケー

スが受け付けられた時点から、考えられるあらゆる入国管理上の結果を探る

ための支援を受ける。 
定期的・継続的見直し－ケースワークと信頼関係が発展するにつれ、

ケース・マネージャーは状況を連続的にモニタリングし、新たなニーズや状

況の変化があればそれを特定し、それに応じて対応し、ケースの結果に向け

て取り組みを進めていく。 
ケース終了－個人が出国するか、その国にとどまる権利を付与された

とき、ケースは終了する。いずれの場合も、必要に応じて、継続的支援のた

め他のサービス提供者への紹介を検討すべきである。 
 
効果的なケース・マネジメントの基礎 
 
ケース・マネジメントが立脚する基礎は次のようなものである。 
• 早期の介入 
• 直接、一対一の接触 
• 定期的な評価と見直し 
• 守秘義務と情報管理 
• 主要利害関係者との相談 
• 信頼、関係の構築、一貫した関係および情報提供 
• 現在ある選択肢にもとづいて決定を行う個人の潜在的な力を引きだす
こと 

• 明確な役割と期待 
• 必要に応じて個人に資源と選択肢を提供 

 
ケース・マネジメントの実施 
 

ケース・マネジメントのやり方は、帰還に直面している家族など複雑

なケースに対する場合の集中的な個別ケースワークから大規模流入や国家の

非常時に対処することを意図した「トリアージ（仕分け）」システムに至る

まで、多種多様である。オーストラリア（コラム 12）やベルギー（コラム
13）といった国々では、全国的なケース・マネジメント・プログラムを策定
する前に、ケース・マネジメント・サービスの試行期間を置いた。いくつも

の国が「トリアージ」システムを使用しているが、特に多数の新規上陸者や

非正規国際移住者が確認された場合、居住、健康および福祉について情報に
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基づく決定を行い、必要に応じて適切なサービスにつなげるため、すべての

当事者を入管収容の対象とし、スクリーニングと評価を行っている。高いレ

ベルのニーズや複雑な状況を抱える個人により集中的なケース・マネジメン

トが必要になる場合もあれば、社会事業、NGO、カウンセリングその他のサ
ービスを紹介する場合もある（セクション 4.4.4も参照）。ケースの件数は、
評価しれたニーズと複雑さに応じて異なる。国際移住または庇護ケースで決

定が出る時点、最終的な不許可決定の時点、収容や強制退去の決定の前など

の重要な時点でケース・マネージャーによる再評価が行われる。ケース・マ

ネージャーは、執行部門や順守管理部門またはプログラムにトレーニングと

助言を提供する場合もある。また、これらのプログラムにおいて個人の健康

と福祉の状況を継続的に監督する場合もある。 
 
 
コラム 6：国際移住文脈でのケース・マネジメント－２つの事例研究  
 
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 
事例研究１：強制退去を待っている家族のケース・マネジメント 
 

セシリアは、7歳と16歳の2人の息子と暮らす母親である。110 5年前、
彼女は、姉といっしょに暮らすためにビザなしでブラジルからベルギーに来

た。2006年、セシリアは収容されて、ブラジルに送還された。しかし、1ヵ月
後彼女は、ベルギーに滞在して仕事をするため戻ってきた。セシリアは合法

的な在留資格を認められず、彼女と子どもたちは強制退去まで開放型の家族

住居に置かれた（コラム13「ベルギー」に記述している）。セシリアに、ケ
ース・マネージャーを割り当てられた。当初頑強にベルギーにとどまろうと

していたため、逃亡のリスクが評価された。 
ケース・マネージャーは、合法的にベルギーにとどまれるようすべて

の選択肢が完全に検討、試行されるようにするためセシリアについて法的助

言を求めた。セシリアがブラジルに帰国する必要があること、ベルギーに戻

ってきて合法的に働くにはビザを申請する必要があることが確認された。ケ

ース・マネージャーは、ブラジルでビザを申請するためにどのような措置を

とるべきかをセシリアが理解していることを確認した。次にケース・マネー

ジャーは、セシリアとともにブラジルへの家族の帰還を支援してくれる可能

性がないか国際移住機構に接触した。 
ケース・マネージャーとともに検討することによって、セシリアには

将来について熟慮する時間をえて、自分と子どもたちにとって最善の決定を

下す時間を持つことができた。セシリアは最終的にブラジルに自己帰国する

ことに同意した。 
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事例研究２：ケース・マネジメントとケース解決 
 

ラビは学生としてオーストラリアに来た。その後インドで学生政治に

関与したために報復のおそれがあるとして庇護申請を提出した。111ラビは、

保護すべき事情がないと判断され、異議申立てが却下された後、入国管理当

局は彼にオーストラリアからの出国か、強制退去まで収容を要求した。しか

しラビは、出国を拒否し、依然として恐怖を抱いていること、帰還を強制さ

れれば、自殺すると訴えた。 
ラビのケース・マネージャーは、彼が抱く恐怖とオーストラリアにと

どまる権利についての期待を検討した。ラビは、過去の学生政治運動に関連

した恐怖を持っていることは確かであったが、貯金なしで家族に合うことに

対し、圧倒的な羞恥心と恐怖を抱いていた。ラビのケース・マネージャー

は、ラビが独立した法的助言を得て、自身のケースを再検討し、合法的にオ

ーストラリアに滞在できる現実的見込みを把握できるよう支援した。ケー

ス・マネージャーはこれらの選択肢を調査するためにさらに 3ヵ月交渉し、
ラビはオーストラリアに滞在できる残りの期間働く許可を受けた。彼が到着

してすぐ困窮しないよう、家にたどりつく前にいくばくかのお金を貯めるこ

とができた。彼は、さらに支援が受けられるよう弁護士を紹介された。 
彼は、これ以上在留する根拠がないという法的助言を受けたことか

ら、ケース・マネージャーは、彼とともに帰還の選択肢を検討した。その後

ラビは、オーストラリアを自己出国した。 
 
 
 
4.3.2法的助言と通訳  
 

その難民認定申請者と非正規国際移住者が、システムが公正であった

という印象をもって入国管理当局の決定プロセスの終わりにたどりつくよう

にする重要な方法は、プロセス全体を通じて法的助言を提供することにある。

難民認定申請者と非正規国際移住者は、自分たちの法的立場、自分たちが関

与している司法手続や行政手続、彼らを待ち受ける将来について理解すれば、

当局の意向に従い易くなる。112弁護士と適切に訓練された国際移住組織の職

員は、これらの問題について正確かつ信頼できる助言を当事者に提供する最

も適任な存在である。国際移住受入れ制度について詳しいケースワーカーは、

弁護士と当局から提供される情報を補強し首尾一貫したメッセージを発し、

入国管理プロセスを尽くせるよう実際的な支援を提供することができる。さ

らに、弁護士の利用は、より公平なシステムを作り出し113 、効率を高め、意
思決定者が手続を遅らせるたり、代理人がいないことによって申請者の申請

内容を明確化するために時間を使ったりしなくてもよいようにすることによ

って全体としてコストを抑え、入国管理システムに資する。弁護士がいるこ

とによるメリットは、コラム 7「英国」で詳述している。114弁護士の利用は、

コラム 3「ハンガリー」、コラム 5「香港」、コラム 8「スペイン」、コラム
9「スウェーデン」、コラム 11「米国」、コラム 13「ベルギー」、コラム 14
「カナダ」、コラム 15「ハンガリー」、コラム 17「アルゼンチン」からも知
ることができる。 
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通訳と翻訳も、非正規国際移住者に彼らが理解できる言語で必要な情

報を提供する手段であり、重要な要素である。文書の翻訳に加えて、的確な

通訳は、弁護士、ケースワーカー、入国管理当局とのコミュニケーションを

改善する。通訳が現場にいることができない場合は、電話での通訳はそれに

次ぐ次善の手段となろう。115  
  
コラム 7：早期の法的助言に投資することによって費用を節約する－英
国  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
2007年から 2008年に、英国政府は、庇護プロセスの最も早い段階に

おける良質な法的助言に投資する効果を評価するために、パイロット・プロ

ジェクトに着手した。116このプロジェクトでは、庇護プロセスの最も早い段

階から法律の専門家から申請者に対して情報と助言が提供された。具体的に

は、法律の専門家が補強証拠を含む陳述書を作成したり、最初の庇護インタ

ビューの前に申請者の主張の内容について決定者と協議したりすることなど

である。全国平均と比べて、パイロット・プロジェクトでは、6ヵ月以内に
ケース結論が出る割合が 75％高かった。また、一次審査の段階で難民地位が
付与された比率が 73％高まった。また、異議申立て段階で主張が認められる
割合が 50％低かった。この統計的情報は、パイロット・プロジェクトが退去
率の改善や逃亡率の低下とも関連しているという事例証拠を裏付けるもので

ある。早期の法的助言に投資することにより、異議申立て件数が減少し、シ

ステム全体のコストが削減され、100ケースあたり平均 47,205.50ポンドが節
約できた。このパイロット・プログラムは現在、英国での新たな庇護申請の

およそ 16％に拡大されている。  
 
 
4.3.3基本的ニーズを満たすことができること  
 

国際移住上の地位にかかわりなく、人は誰でも、自分の基本的ニーズ

を満たす手段にアクセスする権利を有することが重要である。基本的ニーズ

を満たすことができることが、人間としての生活の基本であり、さまざまな

人権文書でその権利が保護、補強されている。117  
基本的人権であることに加え、フィールド・ワークや既存の文献から

も、難民認定申請者、難民、非正規国際移住者がコミュニティにとどまりな

がら基本的ニーズを満たすことができれば、入国管理当局からの指示に従え

る能力が高まることが知られている。118安定した宿泊先で暮らす国際移住者

は、困窮した、あるいはホームレスの人々より当局との接触を維持できるよ

り良い立場にあるといえるだろう。119非正規国際移住者に対して住宅、基本

的福祉や医療へのアクセスを制限する政策を取ったからといって、自己出国

率の改善や抑止効果は得られていない。120 むしろ、これらの政策は、健康悪
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化の原因となり、帰還を含めたケース解決を目指して努力している当局者に

とっては深刻な結果をもたらす。121 しかし、クライアントとともにクライア
ントの基本的ニーズを満たすことをめざすケース・マネジメント・プログラ

ムでは、自己出国その他のケース解決に至る比率が高かった。122入国管理当

局の収容施設での隔離が非正規国際移住者の基本的ニーズを満たすのに適切

な方法ではない点に注意すべきである。 
場合によっては、コラム 8「スペイン」（コラム 6「ラビ」、コラム 9

「スウェーデン」参照）で紹介したように、難民認定申請者または非正規国

際移住者は、合法的就労その他の活動を通じて自身のニーズをまかなえるよ

う支援されることもある。しかし、支援は、経済支援や商品の現物支給を通

して必要されることが多い。政府が資金を提供している場合としていない場

合を含め、基本的ニーズを満たすうえで NGOが重要な役割を果たすことが
多い。この支援により収容からの放免を可能にするための条件がつくられる。

基本的ニーズを満たす支援は、コラム 3「ハンガリー」、コラム 5「香港」、
コラム 8「スペイン」、コラム 9「スウェーデン」、コラム 11「米国」、コ
ラム 12「オーストラリア」、コラム 13「ベルギー」、コラム 14「カナダ」、
コラム 16「オーストラリア」に見ることができる。 

 
 

コラム 8：難民認定申請者の基本的ニーズを満たすための支援－スペイ
ン  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

スペインでは、自分で住居を賄える余裕がない場合、難民認定手続中

の難民認定申請者は、開放型のレセプションセンターに住むことができる。
123 こうしたレセプションセンターは政府が直接運営しているものもあれば、
NGOが運営している場合もある。スペイン全体での受入れ可能定員はおよそ
850名であり、脆弱な個人が優先される。難民認定申請者は、自分がスペイ
ン国内のどの地域に住むか選ぶことはできない。センターは、難民認定申請

者と難民の受け入れ、促進、統合を担当する。124これらのレセプションセン

ターの居住者は、敷地から自由に出入りができる。たとえば、あるセンター

では、3人から 4人の単身成人が共有する寝室を提供しているが、家族は小
さなバスルームが付属した自室で暮らしている。大食堂での給食、共有のラ

ウンジスペース、図書室、共有コンピュータとインターネット・アクセス、

共有ラウンドリーがある。居住者は、公共輸送機関の運賃など、自分で使え

る手当てとして毎月 50ユーロを受け取る。年に 2回、居住者は服を買うお金
を与えられる。 

入居者にはソーシャル・ワーカーが割り当てられ、ソーシャル・ワー

カーが情報や当事者の状況に関する助言を与え、事案に応じて対応を決め、

スペインの教育、医療その他の社会制度にアクセスするのを支援する。すべ
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ての入居者は、スペイン語クラス、スペイン文化の紹介と指導、仕事準備な

どのプログラムに出席することを期待されている。スポーツ、地元の図書館

訪問、展示会、映画のようなレクリエーション活動をアクティビティ担当が

運営する。資格のある入居者には、心理カウンセリングや法律相談などの専

門的なサービスが提供される。センターは、地元のスペインのコミュニティ

とともにセンターとその居住者の社会的認知を高めるためのアドボカシー活

動も行う。125スペインの法律では、スペインの領土内にいる者は誰でも、法

的地位にかかわりなく、治療を受けることができる。入居者は、彼らが難民

認定申請者であることを証明したカードを交付され、そのカードを使って地

元の医療センターに容易にアクセスすることができる。 
難民認定申請者は、6ヵ月の間、センターに滞在することができる。

その時点でまだ難民申請に対する決定を待っている場合は、独立した住宅と

就労先を見つける支援を受ける。脆弱な個人と家族は、必要に応じて、さら

に 6ヵ月の間センターでの滞在の延長を申請することができる。このプログ
ラムは、UNHCRによってその前向きな進展と高い標準を称賛された。126 
 
4.3.4身分事項を証明する文書  
 

難民認定申請者と非正規国際移住者は、国際移住資格についての最終

決定を待っているあいだ、当該国における法的権利を有する存在であること

を示す身分事項証明文書がないと、不必要な収容をきわめて被りやすくなる

（コラム 8 「スペイン」、コラム 9「スウェーデン」参照）。この身分事項
を証明する文書は、保有者の法的地位の形態を記載したものであれば最も強

力である。これは、実質的なビザについての決定を待っている人々に対して

発行される一時的ビザ（コラム 12「オーストラリア」）、出国準備をしてい
る人々に対して発行される一時的ビザ（コラム 16「オーストラリア」）、人
身取引の被害者に交付される一時的ビザなどもこれと同じある。127 そのよう
なビザや在留資格を証明する文書は、滞在期間の制限などの一定の条件が付

記される場合がある。身分事項を証明する文書は、一定期間後、または、一

定の条件にもとづいて再発行することが規定されている場合、事実上の報告

メカニズムの役割を果たすとも見ることができる。適切なビザまたは地位が

設けられていない場合、そのような身分事項証明文書は、特定の日付や特定

の結果に至るまで、退去命令が実行されないと記載されている場合もある

（コラム 5 「香港」の「自己誓約書」などの場合）。この身分事項を証明す
る文書は通常、統治国が交付するが、国によっては、難民認定申請者や難民

がその国の領土にとどまっていることに問題がないことを主張し、不必要な

収容から身を守るため UNHCRが交付する身分証明書に頼る場合もある（コ
ラム 4「フィリピン」、コラム 10「インドネシア」）。 

身分事項証明文書や身分証明書類は、すでに当局によるスクリーニン

グを受けた者が政府の別の機関によって摘発され、再びプロセス全体をやり

直し、それによって資源を浪費することがないようにできる文書であり、重

要な文書である。この身分事項証明文書は、その文書を保持する国際移住者

がサービスを受ける資格を有することの証明として、コミュニティ内でサー

ビス提供者によって使用される場合もある。ほとんどの国には、合法的な国
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際移住者にビザその他の身分事項を証明する文書を交付する手続が存在する

ことからすれば、これは、既存の構造をそのまま使う、あるいはそれに手を

加えることによって、非正規国際移住者のマネジメントに役立てられる分野

といえる。128 
 
 
コラム 9：難民認定申請者に身分事項を証明する文書を使用する例－スウェー

デン  
 
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

スウェーデンでは、難民認定申請者は到着次第登録され、プラスチッ

ク製の写真付き身分証が支給される。入国管理当局はケースを追跡するため

にこのカードを使用し、難民認定申請者は、サービスにアクセスするためコ

ミュニティ内でこのカードを使用する。129 到着すると、難民認定申請者は、
政府によるチェックのために最初のトランジットまたは手続センターでおよ

そ１週間過ごした後、レセプション・プログラムに回される。自分でお金を

持っている場合は、コミュニティ内で独立して暮らすこともできるが、ほと

んどはそうせず、当局が用意する開放型の宿泊施設に置かれる。この施設は

通常、家具付きのアパートで、各々のアパートを 4人から 6人の難民認定申
請者が共用する。これは、通常、民間の賃貸物件の中にある。彼らは、最小

限の日当を受給し、自分で買い物をしてアパートの台所で食事を作る。彼ら

は救急医療と歯の治療を受けることができ、子どもたちはスウェーデンの子

どもたちと同じ治療を受ける。難民認定申請者は、弁護士の支援を要請する

ことができる。弁護士は、スウェーデン移民委員会から任命され、同委員会

から報酬を得る。一定の範囲で難民認定申請者は働くことができる。働いた

場合は、レセプション・プログラムの食物と宿泊施設のコストの一部を負担

しなければならない。難民認定申請者にはそれぞれケースワーカーが割り当

てられ、彼らが宿泊施設と、スウェーデン語の授業やトレーニングといった

可能な活動を手配する。このケースワーカーは、プロセスの最初から、庇護

を付与する決定であれ、あるいは付与しない決定であれ、結果に備えるため

にも難民認定申請者に関わる。最終的に庇護が与えられなかった人々につい

ては、ケースワーカーの支援を受けて自主出国する場合、2ヵ月間の猶予を
与えられる。 

2008年、難民認定申請者の帰還の 82%は自力で行われた。130 2009
年、政府は、認定されなかった難民認定申請者の帰還支援プログラムを拡大

した。政府はその理由を「それが成果をあげることが分かった」   からと説
明している。131自己出国の選択肢に協力しない人々は、コミュニティにとど

まりながらも、報告要件や提供される給付の削減といった条件を課される場
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合がある。 132 コラム 18で見られるように、収容は、尊厳と福祉を保った条
件下で、国外退去手続を進める間の最終手段に限定されている。 
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第 4ステップ  
4.4必要に応じてコミュニティ環境で条件を適用する  
 

セクション 4.3で示したように、ケース・マネジメント、法的助言、
基本的ニーズ、身分事項証明文書は、難民認定申請者と非正規国際移住者が、

自身の国際移住上の地位に決着をつけることに関連した行政手続に参加でき

る強力な文脈を形成している。当事者が十分に入国管理手続に参加する意思

がないという証拠がないかぎり、そのよう文脈の下では、追加の条件を課さ

なくても満足できる結果が達成されることが多い。 
しかし、過去に不順守の経歴がある個人、あるいはスクリーニング・

プロセスによってそれ以外に重大な懸念が確認された場合、移動の自由に対

する不当な制限を課すことなく順守を促進、施行できると解されているさま

ざまなメカニズムが存在している。これらの条件は、通常「収容代替措置」

と呼ばれているものである。残念なことに、これらのメカニズムそれぞれの

有効性が具体的にどの程度かを記録した公表データは非常に限られている。
133公表されているデータをメカニズムごとに記載している。これらのメカニ

ズムは以下の要素をさまざまな形で活用する。 
 

 当事者の誓約 
 モニタリング 
 監督 
 集中的ケース解決 
 不順守による否定的な影響 

 
さまざまな条件の背景にあるメカニズムを把握することによって、

我々は、個々のケースに適切な対応プログラムを構築するにはどうすればよ

いかを見極めることができる。多くの「収容代替措置」プログラムは、コミ

ュニティの文脈における効果的なマネジメント・プログラムを創出するため、

法的助言、ケース・マネジメント、基本的ニーズ、身分事項を証明する文書

などとともに、これらのメカニズムを統合している。当事者が置かれている

状況が変化するのに応じて、条件の使用も再交渉したり、修正したりするこ

とができる。たとえば、不順守が見られた場合、あるいは、ビザを認めない

または難民の地位を認めない決定が出た場合、ケースの再評価によって条件

を厳格化し得る。他方、当事者が当局に対して協力的であれば条件を引き下

げることも妥当かもしれない。条件の適用状況を独立の第三者がモニタリン

グし、条件や制限を適用するとしても、限られた状況で、必要な時にだけ、

適用されるようにすることが重要である。134ベネズエラでは条件を課す期限

が 30日までとされている（コラム 1）。 

更なる条件の過剰な適用はコミュニティ管理プログラムのコストを必

要以上に押し上げ、その一方で効率も低下させるおそれがある点に留意する

必要がある。条件が当事者にとってやりくりできない、あるいは不公平な重

荷となる場合、順守に関する問題が発生することがある。たとえば、多くの

時間と費用を要する移動や合法的な雇用の定期的な中断のために過剰な重荷

となる場合や子どもや病人の世話をしなければならない人に出頭報告義務が

課された場合、当局との接触を維持したいと思っていても、不順守に至るお
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それがある。そのような要件があまりに煩瑣であり、あるいは長期にわたり

高水準で要求される場合、何らかの事情で順守しこそなうという事態が生ま

れる。 
 

4.4.1当事者の誓約  
 

多くの当局は、当事者が自分のケースの進捗に協力し、社会への参加

に対する一定の制限を尊重すると誓約しない限り、当事者がコミュニティの

中に残ることを認めていない。コラム 1「ベネズエラ」、コラム 2「ニュージ
ーランド」、コラム 5「香港」、コラム 10「インドネシア」、コラム 14「カ
ナダ」、コラム 16「オーストラリア」にその例を見ることができる。当事者
が誓約することを要求される内容としては、以下のような事項がある。 

 

 入国管理の審尋や面接に出頭すること 
 ケース解決に協力的な行動を取ることを誓約すること 
 ビザ条件や在留資格条件を尊重すること 

 
入国管理の審尋や面接に出頭すること 
 

コラム 2「ニュージーランド」で紹介したように、当事者が自身のビ
ザ申請や国際移住資格に関連した当局による審尋や正式な面接に出頭するこ

とを約束するよう求められることがある。そのような誓約は、国際移住事案

を進捗させケース解決に向けて努力するため、約束した期日に出頭すること

の重要性を補強している。そのような審尋への出席は、申請されたビザその

他の在留資格を認めないとする決定が出た際に、放免されコミュニティで暮

らす条件を再評価する機会としても使用される場合がある。 
 

 
ケース解決に協力的な行動を取ることを誓約すること 
 

個人は、自身のケースの解決に協力する行動を取ることを誓約するこ

とを要求されることもある。これには、特定の日までに自身の主張の裏付け

となる追加の証拠、たとえば追加の文書や証言を提示する義務などが含まれ

る。これには、コラム 2「ニュージーランド」とコラム 16「オーストラリ
ア」に記されているように、たとえば、出国するために航空券を購入したり、

旅券その他の渡航文書を申請したりするなど、帰還を準備するための措置を

講じる約束などが該当する。 
 

ビザ条件や在留資格条件を尊重すること 
 

その他の誓約形態は、発給された短期ビザその他の一時的在留資格を

通して課される条件を尊重するという誓約である。そのような誓約は、社会

保障給付、医療、就労へのアクセスに対する制限など、対象者による社会シ

ステムへの参加に制限を課す場合がある。しかし、そのような制限が、ケー

ス解決や順守を促進することを示す証拠はない。むしろ、セクション 4.3.3に
述べたように、基本的ニーズを満たすことができることがコミュニティベー
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スのケース解決に寄与するのではないかと思われる。もう一つの条件は、保

有者が、許可なく出国することを許されないというものである。たとえば、

コラム 10「インドネシア」を参照のこと。 
 
4.4.2モニタリング  
 

当局は、非正規国際移住者が当局との接触を維持し、必要に応じて彼

らのケースの進捗に協力させるため居所が把握できるようにするモニタリン

グ・メカニズムを利用することが多い。135 モニタリング・メカニズムは、連
絡方法を確立、維持し、当事者の所在を追跡することを意図している。モニ

タリングは、当事者の状況の変化や入管当局の指示に対する順守に対する懸

念などの実質的な問題を伝え、対応する機会を提供するものではなく、その

点で、監督やケース・マネジメントとは異なる。モニタリング・メカニズム

は以下の要素から構成される。 
 
 当局への登録 
 連絡先指定 
 渡航文書の引き渡し 
 報告義務 
 指定住居 

 
当局への登録 
 

登録によって当局は、すべての関連ケースの一元化されたデータベー

スが得られる。またこの登録は、身分事項を証明する文書の交付とも密接に

連動していることが多い。この戦略は多くの国ですでに確立されているが、

地域によってはまだ拡大傾向がみられるところもある。たとえば、ウガンダ、

ザンビア、ケニヤでは、難民認定申請者、難民に対する登録プロセスの使用

により、不必要な収容が減少した。136事例については、コラム 10「インドネ
シア」を参照のこと。 
 
連絡先指定 
 

連絡先を指定する手法は、さまざまなやり方で使用することができる。

主にケースの進捗状況についてのすべての公式な通知が届くようにするため

にこのメカニズムを使用している国もあれば、移動をモニターし、当事者が

コミュニティの中のどこにいるか把握できるようにするために連絡先を登録

することを義務づける国もある。137登録できる連絡先は目的によって異なる。

すなわち、当事者個人の住所（宿泊施設の場合も含む）の場合もあれば、当

事者の弁護士の連絡先の場合もある。連絡先の指定または登録は、カナダ

（コラム 14）で使用されている。 
 
渡航文書の引き渡し 
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個人が通過または逃亡のリスクが高いと判断された場合、その国際移

住に係る問題が決着を見るまで、当局が当該個人の渡航文書（たとえば旅

券）を領置することを決定する場合がある。これは、短期間違法に就労する

ことを目的として領土へ入国する許可を得るために庇護プロセスが利用され

るのを減らすのに効果的な戦略とみられている。138当局は、そのような文書

が安全な場所に保管され、当事者が自主的に出国することを決断した場合、

当該個人が回収できるようにしなければならない。さらに、当該個人が身分

証明を必要とする日常活動を継続できるようにし、彼らを不必要な収容から

保護するために適切な身分事項を証明する文書をその代替として交付する必

要がある。この戦略は、ハンガリー、ポーランド、オーストリア139、カナダ

（コラム 14）で使用されている。 
 
報告義務 
 

報告は、個人が当局によって把握され、当局と連絡を取り合っている

状態を確保するためのモニタリング・メカニズムとして機能する。その一環

として、入国管理局、警察署、業務委託を受けた機関に所定の間隔で出頭し、

出頭したことを記録する登録簿に署名することを要求される場合がある。電

話による報告は、所定の時間に所定の電話番号に、時には所定の番号から電

話することを当事者に要求する。また、当事者の言葉を録音し、音声認識技

術を使って確認するという手法が使用される場合もある。140報告義務の使用

例は、コラム 1「ベネズエラ」、コラム 2「ニュージーランド」、コラム 5
「香港」、コラム 9「スウェーデン」、コラム 10「インドネシア」、コラム
11「米国」、コラム 14「カナダ」に見ることができる。 

ケース評価は、当局が報告義務などの追加モニタリングが必要な個人

を特定するにあたっての参考になり、不必要なモニタリング活動の費用と影

響を低減することとなろう。状況に応じて、報告頻度は変わる場合もある。

たとえば、出国日が近づいてくれば、当事者をより注意深くモニタリングす

るため、頻度を高めることも検討される。他方、初期の報告義務の順守状況

から当事者の特性が確認されれば、報告義務を緩和することも検討されてよ

い。141
4 

1一時的な滞在ビザや資格を更新するため、あるいは食料引き換え券そ

の他の物資を得るため移民事務所に出向くことも、場合によっては、事実上

の報告メカニズムとして機能するといえる。ただしこれは、出向かなかった

ことが当局に報告される場合にしかモニタリングには役立たない。 

 
住居指定 
 

宿泊センターでのシェルターの提供も、特定の場所で居住することを

義務づけることにより事実上のモニタリング・メカニズムとして機能しうる。

連絡先を設定することに加えて、不在の居住者を当局に届け出ることによっ

て、モニタリング活動も行っている宿泊センターもある。入国管理局職員ま

たはケース・マネージャーが宿泊センターに配置され、移民管理当局との接

触を拡大しているところもある。国によっては、当事者に国内の特定の地域

または地区に住むよう命じる場合もある。これは、自治体横断的に非正規国
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際移住者または難民認定申請者を支援する負担を分散することを意図してい

ることが多い。指定住居の例は、コラム 1「ベネズエラ」、コラム 2「ニュー
ジーランド」、コラム 8「スペイン」、コラム 10「インドネシア」、コラム
13「ベルギー」で採り上げる。 

 

 
コラム 10：モニタリング・メカニズムとして報告義務を課している例
－	
  
インドネシア  
 
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
入国管理総局長令を通じて、インドネシアは、UNHCRによる証明書

または難民・難民認定申請者であることを証明する書面を保有している非正

規国際移住者がインドネシア国内にとどまることを許可しなければならない

と規定している。142 これは、法的地位を付与するものではないが、領土内に
引き続き在留することを許可することによって、収容を防止するためのもの

である。そのような個人は、申請や第三国定住が UNHCRによって処理され
ている間、入国管理当局に登録され、順守誓約書に署名しなければならな

い。この誓約書により当事者は、収容されることなく暮らすことができる。

この順守誓約書には、難民に対して以下のような条件が規定されている。 
 
 指定された地域にとどまること。 
 入国管理局職員が駐在しない空港または海港に行くことは許されない。 
 提供された宿泊施設に他の者を滞在させてはならない。 
 インドネシアの法律を完全に順守しなければならない。 
 在留を登録するために隔週で入国管理局に報告しなければならない。 
 

この宣誓書には、違反があれば、収容される可能性が高いことが記さ

れている。順守宣誓書と並び、証明書は不必要な収容例を減らす身分事項を

証明する文書の信頼できる形態ともなりうる。また、通過国の当局にとっ

て、旅行に対する制約や報告義務は、難民認定申請者、難民のモニタリング

を可能にする。 
 

 
 
4.4.3監督  
 

監督とは、自分たちがとった措置やモニタリング活動に関する一人一

人の遵守状況を直接モニター、評価、対応することに実質的にコミットする

ことである。監督は、ケース・マネジメントと関連する部分はあるものの、

順守とケース解決活動に焦点を置いている点で、ケース・マネジメントとは
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別ものである。これは、状況の変化や順守の問題に対応する権限を職員に付

与する点で、モニタリングより能動的である。監督は、以下のような要素か

ら構成される。 
 

 移民管理当局による監督 
 監督委託 

 
移民管理当局による監督 
 

直接個人の居所と活動を観察するために集中的監督が移民管理当局に

よって行われる。電話、会合、家庭訪問を通して、集中的監督は、大幅に当

局と当事者の間のコミュニケーションと接触のレベルを上昇させる。監督は、

帰還に直面している人々に対する適切な措置を含め、将来のマネジメントや

ケース解決についての意思決定を行うために必要な情報を当局に提供する。

コラム 11「米国」で見られるように、集中的監督プログラムは、ケース・マ
ネジメント、法的支援、基本的ニーズ、身分事項を証明する文書などと合わ

せて確立されたとき、最も成功するように思われる。 

 
監督委託 
 

監督業務は、当局から非正規国際移住者の放免条件の順守を監督する

権限を与えられた組織に委託されることがある。また、監督が収容からの放

免の条件である場合、幅広い支援プログラムの一環として監督責任を進んで

引き受ける NGOもある。家族またはコミュニティ・グループが連帯保証人
または保証金プログラムにしたがって金銭を納付する場合（セクション 4.4.5
参照）、不服従があった場合の帰結の一部を引き受けることになるため、こ

れは非公式な形態の監督となるともいえる。監督委任の例は、コラム 2「ニ
ュージーランド」とコラム 14「カナダ」に見ることができる。 

監督が、基本的ニーズを賄うなどの他の支援サービスを提供している

組織によって行われている場合、順守確認と不順守の場合の矯正措置につい

てそれぞれの関係者の役割を明確化することが重要である（たとえば、コラ

ム 5「香港」参照）。サービスを提供することに重点を置けば、ある者が順
守を怠った場合に NGOがそれに対処する妨げになったり、当局への報告義
務を NGOが完全に実行しないこともありうる。 
 

コラム 11： .強制退去手続時に監督活動を使って出頭率を高める例：米
国  
 
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
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米国では、ヴェラ司法研究所が、1997年から 2000年に入国管理局の
強制退去手続に付されている人々に対する 3か年のコミュニティ監督の試験
の実施を政府から委託された。143この研究は、このプログラムにしたがって

放免された非正規国際移住者群の結果と標準的な保証書または仮釈放の手続

によって放免された管理対照群とを比較した。このプログラムの参加者は、

スクリーニングと評価プロセスによって特定され、確認された住所に住居す

ることが要求された。参加者は、入管手続および不順守の結果に関する情

報、裁判所での審理への出頭通知書、法定代理人の紹介、フードバンクや診

療所などの支援サービスの紹介を受けた。集中的監督下に置かれるサブグル

ープには親族などの連帯保証人 1名が要求され、保証人は、当事者に義務を
果たさせる道義的責任を負うことに同意する。144これらの参加者は、電話、

出頭、家庭訪問などの定期的報告を通じてモニタリングされた。このプログ

ラムに要する費用は 1日あたり 12米ドルであったのに対し、同じ時期の被収
容者の 1日あたりのコストは 61ドルであった。145

5 

出頭支援プログラムは、当局が入国管理裁判所での審理への高い出頭

率を確保するために、すべての退去手続中の市民権を有さない外国人を収容

する必要はないことを証明した。集中的プログラムの参加者の 91％が、出頭
を義務づけられているすべての審理に出席した。それに対し、もう一方の対

照群では 71％にとどまった。出頭率に対する影響が最も劇的だったのは、最
も出頭しなさそうな人、すなわち、監督下にあるが国際移住ケースでほとん

ど勝訴する見込みのない非正規外国人就労者たちであった。標準的な保証書

手続によって放免された対照群におけるすべての審理への出頭率が 59％であ
ったのに対し、監督下群では 88％であった。 

このプロジェクトの結果、監督は費用対効果に優れ、最終命令の順守

率をほぼ倍増させた。最終的な命令を順守した集中的プログラムの参加者が

69％であったのに対し、保証書または仮釈放で放免された対照群では 38％で
あった。こうした結果は、モニタリングと監督活動に加え、家族やコミュニ

ティの結びつき、審理プロセスに関する詳細説明、合法的出国に対する支援

などのいくつかの要素とも関係していた。 

 
4.4.4集中的ケース解決  
 

個人がコミュニティ内にとどまりながら国際移住資格に決着をつける

のに役立つメカニズムとして、集中的ケースワークを使用することができる。

ケースによっては、決着をみるのにさらに取組みが必要な場合がある。具体

的には、複雑な国際移住問題がからんでいる場合、ケースが行政上の問題に

より行き詰る（たとえば、無国籍者を取り扱うための標準的な方針がない）

場合、クライアントの脆弱さが著しい場合、実際に出国を実現することが難

しい場合などである。スクリーニング・評価プロセスを通じて把握された複

雑なケースに追加的資源を割り当てることにより、当事者がコミュニティ環

境にとどまりながら、ケースを解決するのを後押しすることができる。本報

告書に取り上げた有力なケース解決戦略は以下の通りである。 

 
 複雑なケースのためのケース・マネジメント 
 ケース・マネジメントと法的支援を含む帰還準備プログラム 
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複雑なケースのためのケース・マネジメント 
 

ケース・マネジメントの重要性はセクション 4.3.1で述べているが、複
雑なケースに対処する際、ケース・マネジメント特有の強みに着目すること

が重要である。多様で複雑な問題に気を取られ、時間と労力をそれに割かな

ければならない場合、個人は自身の国際移住資格に決着をつけるのに集中で

きなくなる。複雑なケースは多種多様であるが、多くは重篤な疾患や心的外

傷のような脆弱さの問題（セクション 4.2.3参照）、ホームレスや貧困といっ
た基本的ニーズを満たすことができないという問題（セクション 4.3.3 参照）、
自傷や自殺念慮の経験のリスクがある人々、出国するのが困難な人々などの

ケースである。彼らの国際移住資格状況に影響を及ぼす問題の多様性に対処

するため追加的な資源を投入することは、ケース解決に対する障害を処理す

る有効な方法であり得る。コラム 12「オーストラリア」はその具体例である。 
 
 

コラム 12：複雑なケースに集中的なケース解決を利用している例  
－オーストラリア  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

オーストラリア政府は、入国資格に決着をつけるために追加の支援を

必要とする非正規国際移住者のケースに取り組むため 2つのサービスを最近
整備した。それは、2006年の国際移住問題に対するケース・マネジメントの
導入に基づくものであった。146 146 

コミュニティ内資格解決サービス（Community Status Resolution 
Service）は、ケースについての最終決定を待ちながら「ブリッジング・ビザ
E」でコミュニティに住んでいる国際移住者、あるいは、出国を準備してい
る国際移住者で、確認されている医療・福祉上の問題がない適格な国際移住

者に対して、入国管理部門を通じて、早期介入・支援を提供するものであ

る。147 このサービスは、当事者の状況をより良く理解し、国際移住資格を決
定する助けとなる正確な情報や助言を時宜を得た方法で提供することを目指

している。このサービスは、結果を遅らせるおそれのある障壁を特定し、対

処することにも取り組む。具体的には、支援を必要とする個人を国際移住機

構の自主帰還支援プログラム、国際赤十字を通して提供される福祉支援、法

的助言への紹介のような適切な支援サービスにつなぐなどである。 

複雑なニーズをもつクライアントは、コミュニティ支援サポートプロ

グラム（Community Assistance Support Program）に照会される。このプログラ
ムは、「彼らの入国管理の審査期間中、例外的な状況にある非常に脆弱なク

ライアントへの支援的介入を提供する」ことを目指すケース解決サービスで

ある。148対象者は、一般的に、次の「脆弱さ」を一つ以上示している人であ



 

   - 51 - 

る。つまり、拷問と心的外傷の影響を受けている人、自殺傾向のある人など

重要な精神衛生上の問題を抱えている人、深刻な健康状態にある人、コミュ

ニティで独立して自立することができない人（たとえば、高齢である場合、

病弱である場合、精神障害がある場合、障害者である場合など）、または児

童虐待、家庭内暴力、深刻な家族関係の問題、子どもの行動上の問題など深

刻な家族間の困難がある場合などである。149   

クライアントが高水準の福祉ニーズを有し、平均して 6年以上オース
トラリアに滞在しているにもかかわらず、試験的プログラムが目覚ましい結

果を挙げたため、このプログラムは全国に拡大された。2006年 3月から 2009
年 1月にかけて支援された 918人中、560人（61%）に最終的な結果が出た。
このグループのうち 370人（66%）は、一時的ビザまたは定住ビザを得、114
人（20%）は自己出国し、37人（7％）は逃亡し、33人（6%）は移民省によ
って退去させられ、6人（1％）は死亡した。150これらの数字は、順守率が

93％であったことを示している。さらに、オーストラリアでの在留資格を付
与されなかった当事者のうち 60％は、長期にわたりオーストラリアに滞在
し、帰還に大きな障害が存在したにもかかわらず自己出国した。このプログ

ラムの費用は、1日につき 38豪ドルであった。これに対し収容した場合の 1
日あたりのコストは最低限 125豪ドルを要する。151 

政府は、「適切なサービスを利用し、障壁に対処することに焦点を当

てることは、持続可能な入国管理の結果を達成するうえで成功した組み合わ

せであることを実証している」ことを発見した。このサービスの結果、移民

省にアクセスするクライアントが増え、自主出国する人々の割合が増加し

た」。152 オーストラリア難民評議会も「地域ケア・パイロットは、脆弱なビ
ザ申請者をコミュニティで暮らせるように支援するほうが、入国管理当局の

収容に無期限に彼らを委ねるよりも建設的で費用対効果に優れた戦略である

ことを証明した。また、オーストラリアに残ることができない多くの人々の

自主帰還を促すことにつながり、強制的退去よるトラウマと出費を避けるこ

とができることを示した」と論評している。153 
 
 
ケース・マネジメントと法的支援を含む帰還準備プログラム 
 

帰還準備カウンセリングプログラムは、国にとどまる根拠がなく保護

または人道上の懸念がない人々が退去までの間、収容の必要なくコミュニテ

ィからそのまま自己出国するのを支援、促進する効果的メカニズムであると

判明した。強固なケース・マネジメント・モデルによってケースワーカーが、

それぞれの当事者が置かれている文脈全体に対処し、その当事者が合法的に

国に残るためにすべての選択肢を探ることができるようにすることができれ

ば、帰還準備カウンセリングプログラムは効果的なものとなりうる（コラム

12「オーストラリア」とコラム 13「ベルギー」参照）。帰還文脈における更
なる戦略は、セクション 4.3.1ケース・マネジメントに見ることができる。 

国際移住機構が運営する自主帰還支援プログラムをはじめとして、コ

ミュニティにとどまりながら、自主出国または自立的出国の準備を行うこと

を意図したプログラムがいくつかある。154 これらのプログラムはほとんどが、
航空券や帰還してから生活を再建するための資金を手配し、支払う際の支援
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など、帰還プロセスに対する実際的支援を提供している。帰還支援プログラ

ムは、自立的出国のための猶予期間が支援やケースワークを受けることなく

経過した後になって導入されるのではなく、国際移住評価プロセス全体を通

じてケース・マネジメントと統合された場合に、出国の達成に有効であると

いう印象を受ける。（コラム 9「スウェーデン」参照）。 
そのような支援プログラムは、実際的な支援を提供することに加えて、

非正規国際移住者が強制退去と対照的に自主的にまたは自立して出国するこ

との利益に目を向けさせることによって自主出国を奨励することができる。

そのような「帰還カウンセリング」の効果は、個人の状況とケースワーカー

に寄せる信頼の度合いに依存するように思われる。コラム 11「米国」で紹介
しているように、ある研究は、不法入国した国際移住者と罪を犯した市民権

のない外国人について、彼らが将来合法的に米国に再入国できることを望ん

だことから、出国計画が特に彼らの出頭や自立的出国を増加させたと報告し

ている。他のメカニズムに加えて、このプログラムは、渡航文書の入手、航

空券の購入、当局に対する出国の確認方法の説明および出国後の保証金回収

方法の説明によって、自立的出国を支援した。155同様に、オンタリオ州（カ

ナダ）の「不認定難民プロジェクト」は、すべての異議申立て手段を使い尽

くした難民認定申請者への帰還カウンセリングと経済支援を提供した。この

プロジェクトは、ケースの 60％について、出国のための 30日間以内に、収
容に訴えることなく成功裏に退去を実現した。156 これと対照的に、退去まで
の間の長期収容または不必要な収容は、状況によっては、帰還を含め入国管

理当局が下した決定の順守を達成するという政府の目的にとって逆効果であ

ることが確認された。セクション 1.3で注記したように、収容の影響は脆弱
性を高め、福祉と精神衛生に影響を与え、明快に考え、出国を手配し、決定

を順守する能力にも影響を与える。 
さらに、不認定処分を受けた難民認定申請者は、標準的な再統合支援

パッケージでは和らげられない帰還を恐れる強い理由を有している場合があ

り、この集団に対しては特別な配慮を払わなければならない。157個別評価と

ケース・マネジメントは、これらのさまざまな人々を帰還させる最善の経路

を当局が決定する際の参考になるかもしれない。 
 
 
コラム 13：コミュニティ環境からの家族の帰還を準備する－ベルギー  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

ベルギーは、出国しなければならない家族または領土へアクセスを与

えられない家族を対象としたプロジェクトを開発した。158このプロジェクト

は、子どもを今後収容しないという政府の決定から生まれた。この小規模の

イニシアティブは、ベルギーの 3箇所のいずれか 1つのアパートに家族を宿
泊させる。1家族に 1人ずつ「コーチ」と呼ばれるケースワーカーを割り当
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てる。この「コーチ」が家族のファイルを見直し、合法的にベルギーに残る

ために方策がないか探り、必要に応じて更なる法的助言のために照会を行な

い、家族が帰還を受け入れ、その準備をするのを支援し、帰還の旅の実際的

な手配を行う。ケース・マネージャーは、時間をかけて家族との間に親密な

信頼関係を築き、家族に自分たちのここに至るまでの経過を話してくれるよ

う促す。これによりケース・マネージャーは、その家族が置かれている複雑

な状況と彼らの将来についての現実的な決定を阻む課題に焦点を当てること

ができる。 

アパートのある建物は施錠されず、セキュリティ・スタッフもいな

い。家族は、学校に行く、弁護士を訪ねる、食料雑貨を買う、宗教的集まり

に参加するなどさまざまな理由により敷地を出ることを許される。各家族に

はそれぞれ地元のスーパーマーケットで必要なものを購入するための食料引

換券が与えられ、購入したものから自分で食事を作る。 
23か月のプログラムの終了時点において、106家族のうち 87家族

（82％）が、当局との接触を維持していた。プログラムを終了した 99家族の
うち、34件はさまざまな理由からプログラムから解放された。さらに、出国
した 46件のうち、15件は IOMの「自主帰還支援」の支援を受けた出国、18
件は「ダブリン・ケース」、7件は国境での入国拒否、5件は「強制」退去、
1件は二国間協定にもとづくものであった。平均滞在期間は、21.4日であっ
た。 

政府は、これらの好ましい結果に満足し、全国的にプログラムを拡大

することに取り組んでいる。159 ある専門家が指摘したように、「退去に直面
している家族は、ケース・マネージャーが彼らのために持続可能な解決策を

見つけるのを手伝っているのを感じると、逃亡せず、最終的な決定にも従う

ことができる。これは、厳しい政策でなく、家族が自分たち、特に子どもに

よってよりよい将来を想定することができた場合に達成される。160
60 

 
 
4.4.5不順守の場合の否定的結果  
 

コミュニティ環境で非正規国際移住者を管理するために使用されてい

るいくつかのメカニズムは、なんらかの条件が満たされなかった場合に否定

的な処分を科す。否定的な処分を科すことで放免条件の順守が高まることを

示す権威ある証拠は存在しない。161 このように証拠がないにもかかわらず、
この戦略は各国政府によって広く使用されており、本報告書で報告している

とおりである。不順守の否定的処分には、以下についてものが含まれる。 
 

 保釈、保釈金、保証など 
 その他の否定的な処分 

 
保釈、保釈金、保証など 
 

保釈、保釈金、保証等の制度はいずれも、不順守があった場合の否定

的な経済的結果をともなう。これらはいずれも類似したメカニズムであり、

当事者がコミュニティに彼または彼女の入国管理手続その他放免条件を順守
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しなかった場合に一定の金額が罰金として科せられる。これらの制度で納付

される金額は、当事者自身のものである場合もあれば、第三者（たとえば家

族、友人またはコミュニティ組織）を通じて納付される場合もある。これら

のメカニズムの一部は前払いを要求するものもあり、当事者が義務を果せば

返金される。また申請者が義務を果たさなかった場合だけ、当局に一定額を

払うことを要求するものもある。これらのプログラムが適格な被収容者にと

って利用可能で有効なものであるためには、当事者の経済状況に基づいて金

額を設定することが最も目的に叶う。罰金制度を敷いている国では、放免を

得るための経済的余裕のない被収容者を救済するために NGOが基金の設立
に取り組んでいる国が数カ国ある。そのような制度は、コラム 1「ベネズエ
ラ」、コラム 5「香港」、コラム 11「米国」、コラム 14「カナダ」に見るこ
とができる。 
 
 
コラム 14：不順守に対して経済的制裁を行うために保証金制度を使用

している例－カナダ  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

カナダは、非正規国際移住者および難民認定申請者をコミュニティに

おいて管理するための制度における 1つの手段として、保証金メカニズムに
よる経済的制裁を使用している。162保証金は収容を解く条件の 1つとして使
用され、収容決定について再審する審理で自動的に考慮される。これらの審

理は、収容から 48時間以内に移民難民委員会の職員によって実施され、その
後 7日後、さらに必要に応じて 30日おきに実施される。163被収容者は、自身

の収容理由に関わる新しい事実があれば、審理をもっと早く行うよう要請す

ることができる。適格な被収容者は、法律扶助制度を通じて無料で法定代理

人にアクセスすることができる。収容審理における立証責任は国境警備機関

にあり、国境警備機関が法律に規定されたいずれかの理由により収容を継続

する必要があることを実証しなければならない。被収容者は、放免を求める

主張の裏付けとなる情報を提出することができる。 

これらの審理により、無条件で放免される場合もあれば条件付きで放

免される場合もある。放免に非常に有利な要素は、被収容者の申請に「保証

人（bondsperson）」がついている場合である。保証人は保証金を支払うこと
に同意し、前金で支払い、供託され、当事者が放免条件を満たせば返金され

る。この放免条件としては、指定連絡先の提出、渡航文書の引き渡し、報告

義務などがある。状況によっては、放免条件を満たす限り、保証金を支払わ

なくてもよい場合もある。多くの場合、個人的に被収容者を知っている者

で、当局の指示を順守する意思が当事者にあると信頼している者が保証人に

なる。164 
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カナダのいくつかの NGOは、保証金を支払うために必要な資源も家
族やコミュニティとの結びつきもない被収容者のための保証人となってい

る。その 1つ、トロント保釈プログラム（Toronto Bail Program）は、非常に
しっかりとした組織であり、政府の助成を受けている専門家機関として 1996
年から運営されている。165この組織は、スクリーニング・評価プロセスを通

じて放免要件を満たすと思われる被収容者を特定し、放免申請を支援してい

る。ケース・マネジメント、基本的ニーズ・情報・助言へのアクセス支援、

報告、監督はいずれも、このプログラムの構成要素である。このプログラム

が 1日 1人の当事者に要した費用は 10カナダドルから 12カナダドルであっ
た。これに対し収容した場合、そのコストは 1日一人当り 179カナダドルで
あった。166 2009年度には、96.35％の順守率を維持した。167当局が、この組

織が支援する放免申請を却下することはほとんどない。経済的影響は直接的

にはその組織が被ることからすれば、保証制度が順守率にどのような影響を

及ぼすかは不明である。評価、ケース・マネジメントその他の支援の使用

は、経済的制裁の脅威より重要と思われる。 

 
 
その他の制裁的処分 
 

国際移住受入れ制度で現在使用されているその他の制裁的処分は、不

順守を減らす試みとして、制裁を受けるかもしれないという脅威を軸にして

いる。これにそって使用される最も軽い制裁処分は、放免されコミュニティ

で暮らす際の条件の強化である（たとえばより集中的な監督や報告条件の導

入）。もう一つの制裁処分は、住宅や基本的ニーズといった基本的社会福祉

が利用できなくなるというものである。これは、人権への影響と、それが順

守率にどのような影響を及ぼすか証拠が不十分という理由で批判された。168

不順守に対するもう 1つの制裁手段は収容である。非正規国際移住者の放免
条件順守率を高めるうえで、収容の脅威がどのようなやり方で、またどのよ

うな状況で有効かは不明である。169 また、不順守は、国にとどまるための手
段が尽きた非正規国際移住者を、出国手続に服するよう促す手段として使用

される自立的出国や出国支援の選択肢を当事者が選べなくする事態に至らし

める場合もある。自立的帰還ではなく強制退去に付された場合の否定的結果

には、強制的帰還の心的外傷、ある国から強制退去させられたという前歴に

よって将来外国に渡航しようとする際に制限を受ける可能性、強制送還手続

のための借金、出国前に所有物をまとめ、預金口座を閉じ、家族と友人に別

れを告げる機会を失うことなどが挙げられる。170不順守による否定的結果の

例は、コラム 2「ニュージーランド」、コラム 5「香港」、コラム 9「スウェ
ーデン」、コラム 10「インドネシア」に見ることができる。 
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第 5ステップ 
4.5例外的なケースにおける限定的な最終手段としての収容  
 

行政手続下にある人に対する管理手段として監禁を使用するというや

り方は大きな議論を呼ぶものである。収容その他移動の自由に対する重大な

制約を課すことを通じて非正規国際移住者を管理することは、個人の自由に

対する権利を損ない、当事者が恣意的に収容されるリスクを拡大することに

つながり、異論を呼ぶ行為である。国際人権法や人権基準は、入国管理当局

による収容が個々のケースで他のすべての選択肢が不十分であることが確認

されたあとの例外的なケースにおける最終手段に限定すべきであるという見

解を明確にしている。171収容は人権を侵害し、精神衛生、信頼関係、福祉に

対し深刻な否定的影響を及ぼすものであることからすれば、本質的に好まし

いものではない。絶対に収容すべきでない脆弱な当事者もある。これらの懸

念を踏まえ、セクション 4.1に示したように、国際移住事案でまったく収容
を使用しない、あるいは厳格な法的制限を課すことにより大幅に収容の使用

を制限している国がいくつも存在する。 
これにもかかわらず、収容は、多くの国で国際移住を管理する手段と

して拡大傾向にあり、近い将来、この手段が放棄されることは想定しがたい。

そうしたことから、CAPモデルでは、他のすべての選択肢が試され、奏効し
なかったあとのわずかなケースにおいて国際人権基準に沿って使用される限

定的な最終手段として収容を組み入れている。当局が、司法に対し、収容が

必要であり、収容の理由に照らして妥当であること、差別することなく個々

の当事者の徹底した評価のすえに収容という決定に至ったこと、他に選択肢

がないかすべて検討した末であること示すことができれば、適切な条件で、

限られた期間、国際基準にそって定期的な司法審査を受けることを前提とし

た収容は最終手段として検討の余地がある。 
本研究は、国際移住資格が決着をみるまでのあいだ、国際移住者が移

動の自由を認められてコミュニティ内にとどまることを認める国際移住管理

形態に焦点を当てた。この点に焦点を当てた結果として、大幅に移動の自由

を削減する、あるいは完全に否定することを意図したあらゆる形態の管理は、

収容の一形態と見なした。172収容形態にはさまざまなものが存在するが、ト

ランジットゾーン、閉鎖型宿泊センター173、代替収容場所、家庭収容（夜間

外出禁止を含む）、伝統的な入国管理局の収容センターなども、大幅に移動

の自由を削減するために使用されていることから、別形態の収容としてここ

に含めている。さらに、「足首ブレスレット」と呼ばれる電子モニタリング

装置が、コミュニティ内の移動が特定の地域に限定されている当事者、ある

いは 1日の特定の時間だけに厳しく制限されている当事者の居場所を特定す
るために使用されている。174 「足首ブレスレット」は、人の体、通常は足首
にしっかりと取りつけられる。こうした装置の中には、当事者がどこにいる

かをいつでも特定できるようにするため全地球位置測定システム（GPS）技
術を使用しているものもある。また、装置によっては、その装置を身に付け

た者に対しある所定の時間ベースユニットにとどまることを要求するものも

ある。夜間外出規制の順守状況をモニターするためにこれを使っている場合

もある。こうした形態の収容はいずれも、大幅に移動の自由を制限するため
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のセクションでカバーしている。これらの形態の収容は、極めて高い適用基

準に適合し、伝統的な収容形態と同じレベルの、司法による審査と独立した

アクセス、モニタリングなどの含む規制が必要である。 
 
4.5.1入国管理当局による収容の基準  
 

入管収容の影響と経験は、収容システムを支える構造物、個々の収容

センターで確立されている条件や文化に大きく依存している。入国管理当局

による収容の場所をモニターするための International Detention Coalitionのチ
ェックリストを付録 IIIに添付した。175本セクションでは、入国管理当局によ

る収容基準が許容できるレベルに維持されるようにするために見直し・モニ

タリングすべき主な分野を紹介している。なお、このリストはすべてを網羅

しているわけではない。ここで取り上げる分野は以下のとおりである。 
 

 収容の根拠 
 司法審査やモニタリングなどの独立した監督 
 放免手段 
 収容期間 
 条件 
 行動の管理を含めた処遇 
 情報と外界へのアクセス 

 
収容の根拠 
 

世界人権宣言は、すべての人が、自由権、そして恣意的収容から保護

される権利を有すると謳っている。入国管理当局による収容の使用がこれら

の権利に抵触する場合、その使用は、国際法で確立された基準に適合しなけ

ればならない。とりわけ、合法的に適用されること、個々のケースにおいて

合理的かつ必要であること、収容の理由に照らして妥当であること、差別な

く適用されていることが必要である。176収容以外の選択肢をまず検討し、収

容は、例外的なケースにおける最終手段として限定的に使用すべきである。

特定のグループについては、国際法、域内法、国内法に準拠し、収容を避け

るべきである。177使用する場合であっても、身元確認やセキュリティ・チェ

ック、逃亡防止、国外退去命令の順守の目的に照らして必要でそれらに見合

ったものでなければならない。難民、難民認定申請者、国際移住者の収容に

関する International Detention Coalitionの見解は、付録 IIに挙げている。 
 
司法審査やモニタリングなどの独立した監督 

 
ある指定された場所に監禁することを通じて移動の自由を制限するという決

定は、個人に対する政府による最も強い力の行使の１つである。監禁に関す

る決定を最も適切に管理する方法は、一律に迅速かつ定期的に独立した司法

審査に付すことである。178収容決定を審査するために裁判所を使用すること

で、国家権力が収容を行使したときに、独立した第三者によるモニタリング

システムを確立することができる。そのような透明性は、収容決定の理由が
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意思決定者によって適切に確認されるようにし、収容を科せられる可能性が

ある当事者に、決定に対する自身の懸念を表明する機会を確保する手段であ

る。当事者に対し、弁護士に相談したり、収容された直後だけでなく、収容

中も状況が変化した場合、あるいは所定の時期に自動的定期的に行われる審

査を通じて自身の収容について司法審査を求めたりできる権利を確保するこ

とが重要である。 
裁判所は収容決定の詳細について再審査できるが、収容の条件と被収

容者の処遇をモニターする最も適切な方法は、収容場所への独立したアクセ

スである。179各国政府は、国連拷問禁止条約とその選択議定書に加入するこ

とが要請されている。議定書には、収容場所の独立したモニタリングが重要

な拷問防止メカニズムの 1つに挙げられており、抜き打ち視察を実施するこ
とや、拷問の防止に関する国連小委員会やそれぞれの国での拷問防止制度が

モニタリングに関与することなどが規定されている。180国内人権機関、刑務

所視察機関、または NGOが収容場のモニタリングに関与していることが多
い。独立したモニタリングは、一般に公開される報告メカニズムを制定し透

明性と公開性を高めることによって、収容条件が許容可能な基準を下回らな

いようにすることができる。そのようなモニタリングには、予告視察、抜き

打ち視察、現在の被収容者および元被収容者の面接、管理職者、警備員、委

託作業員、医療スタッフなどの職員の面接、人物名を特定できないよう処理

した放免または強制送還された人々のファイルの確認などが含まれる。この

点で、収容施設内での不服申し立て手続は、外部組織への不服申し立ての機

会を含まなければならない。独立した監督に加え、入国管理当局は、刑務所

当局や業務委託を受けた民間業者など別の組織によって運営されている収容

場も注意深くモニタリングしなければならない。 
International Detention Coalitionは、入国管理当局による収容場をモニタ

ーするためのチェックリストを作成している。これは、付録 IIIとして添付し
ている。このチェックリストは、処遇、保護措置、安全装置、状況、医療、

収容スタッフと勤務体制、活動など幅広い分野にわたっている。 
被収容者を不必要な収容から保護する手段の１つは、正確で時宜を得

た法的助言へのアクセスである。弁護士が収容されている人々に開かれた形

で接触し、法的支援を必要とする人々を特定することができれば、それを促

進することができる。セクション 4.3.2で述べているように、適切な法的助言
があれば、当事者の国際移住状況について最も重要な情報を最初の審査段階

で意思決定者に提供することができる。そして、それが迅速かつ持続可能な

決定につながる。しかし、被収容者は、自身の収容理由が評価され、適切に

再審査されることを確保するために、更なる法的助言を必要とする。司法審

査の例や被収容者に対する法的助言は、コラム 14「カナダ」、コラム 15「ハ
ンガリー」、コラム 17「アルゼンチン」に見ることができる。 
  
 
コラム 15：弁護士を利用して庇護手続へのアクセスを拡大し、国境の
収容場をモニタリングしている例－ハンガリー  
 
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  
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法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

ハンガリーは、国境の収容場への弁護士のアクセスを拡大するモニタ

リング・プロジェクトを他に先駆けて実施した。181国境警察、UNHCR、ハン
ガリー国内ヘルシンキ委員会の三者合意により、指定された弁護士が、国境

収容施設を訪問し、被収容者に、庇護申請権や無料の法的支援を受ける権利

など、手続権があることを知らせる制度が発足している。また弁護士は、被

収容者の状況と収容条件をモニタリングし、これらの訪問で得た知見を当局

や一般市民に知らせることができる。弁護士は、現在収容されている人々と

面談することができる。また、強制送還された人々の身分情報を特定できな

いよう処理したケース・ファイルを見直すこともできる。このプロジェクト

の一環として、国境警察の管理職と現場スタッフ両方を対象に保護に配慮し

た入国制度や特殊なニーズを持つ難民認定申請者とのコミュニケーション技

術に関するトレーニングも実施している。これらの取り組みを通じて、弁護

士自身が、庇護手続にアクセスする資格を有する被収容者を特定し、収容条

件の独立した監督を行う追加メカニズムを提供している。. 
 
 
放免手段 
 

収容制度が、適格な被収容者に対し、コミュニティベースの収容代替

措置に放免されるための合法的な手段を提供することが重要である。放免手

段は、放免を申請し、放免を考慮される実質的な機会を被収容者に確保する

ためのものである。これら手段は、定期的、継続的な司法審査プロセスと組

み合わされていることが多い。放免手段には、保釈制度（セクション 4.4.5に
述べた）や収容最大期間経過後の放免（以下で議論）などがある。また、脆

弱さの問題や配慮義務に関連した放免手段もある。監禁が継続することによ

って深刻な精神衛生上の問題を発症した場合や無国籍者が自分の状況が解決

されるのを待って長期間収容されている場合などである。182代替管理プログ

ラムへの経路を開拓することで、放免選択肢がないために必要以上に長く収

容されることがないようにすることができる。こうした放免手段の例は、コ

ラム 4「フィリピン」、コラム 14「カナダ」、コラム 16「オーストラリア」
を参照されたい。 
 
 
コラム 16送還できない被収容者を放免する手段を整備した例－オース

トラリア  
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 
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  否定的影響 
 

オーストラリアは、実質的なビザを申請している国際移住者または、

帰還準備をしている国際移住者に一時的な合法的地位を与える方法として、

一連の「ブリッジング・ビザ」を発給している。183 オーストラリアは、彼ら
の責めに帰することができない理由により無期限監禁を科せられる可能性が

あった長期被収容者に対し放免のための道筋を整備するためにこのシステム

を使用している。「退去待ちブリッジング・ビザ」では、退去に向けた指示

を順守している非正規国際移住者に対し、その準備が完了するまでのあいだ

収容を解かれる。このビザでは、就労、医療や基本的福祉に対する権利を認

めている。このビザを発給された移住者は、出国準備に関連した追加条件を

順守することを要求される。このビザは、国際移住者の出身国が渡航文書を

発給できなかったまたは発給しようとしなかったため、帰還プロセスに協力

しようと当事者自身が努力しているにもかかわらず、長期にわたり収容され

ている状況に対する対応であった。 
 
 
収容期間 
 

入管収容は、きわめて心に傷を残し大きなダメージを与える経験とな

りうる。したがって、被収容者の福祉を保護するには、可能な限り短い時間

に限定しなければならない。長期収容は、かつて収容を経験した人々にあら

ゆる面にわたって過酷な影響を残し、放免後に生活を再建する能力を制限す

ることが報告されている。184収容期間に対する制限は、収容の最大期間の設

定により最も明確に確立される。こうした制限は、規定された期間に渡って

既に収容されていた被収容者が放免されることを確保するものである。収容

の最大期間は主に国内法令または政策を通じて決定され、文脈によって大き

く異なる。185実際的な理由により収容の最大期間が決定されてきた場合もあ

る。これは、2、3ヵ月以内に強制退去を執行できない場合は、相当の期間に
実施できないと入管当局が認めているためである。186 こうした考慮は、コラ
ム 16「オーストラリア」とコラム 17「アルゼンチン」に見ることができる。 
 
 
コラム 17：収容の使用を限定している例－アルゼンチン  
 
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
アルゼンチンは、その相当数の移民集団を管理するために、強固な正

規化と合法化戦略を追求してきた。アルゼンチンにやってくる移民のほとん

どは南米地域からである。187 たとえば、アルゼンチンは前科がない南米共同
市場加盟国（南米のすべての国を含む）のすべての国民に在留資格を与えて
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おり、最近、自然災害や環境災害のため出身国に帰国することができそうに

ない人々に一時的な居住許可証を与えるための法律を制定した。188合法的国

際移住は、経済に好影響をもたらすと見なされてきた。そため、非正規国際

移住は基本的に軌道修正され、正規化プロセスを通じて正式な市場に統合さ

れてきた。 
入管収容は、法律においても実務においても退去強制手続中の珍しい

例に制限されている。189強制送還前に、当事者には、設定された期限内で、

自身の地位を正規化するためのすべての選択肢を踏査する機会を与えなけれ

ばならない。国際移住に関する決定は入国管理当局が行うが、裁判所が審査

することも可能であり、当該期間中に収容は行われない。法律扶助は、すべ

ての非正規国際移住者が全退去強制プロセスを通じて利用できる。退去強制

と収容はいずれも裁判所が命じなければならない決定であり、収容は、他の

すべての対応策が尽きた場合の最終手段としてしか使用されない。収容は、

退去まで 15日間までに限定されている。実際には、入国管理当局によって収
容されるのは、犯罪により刑務所に投獄された国際移住者だけである。 

 
 
 
収容条件 
 

収容場の物的な条件は、被収容者が監禁期間を通じて安全かつ尊厳を

維持して暮らせる基本的水準を満たさなければならない。190物的な条件は、

幅広い分野に及ぶ。提供されるスペースに占める居住者の密度、提供される

建物と施設の質、現地の気候に照らしたシェルターの質、自然光と換気レベ

ル、屋外スペースへのアクセスなどである。食物は食事としての要件を満た

し、文化的価値または宗教的価値を尊重しなければならない。入浴施設、化

粧品類、清潔な衣服、シーツ、枕カバーなど衛生を維持するのに必要な物は、

いつでも用意しておかなければならない。191基本的条件は、食事時間、レク

リエーション時間、屋外区域にたどりつき身体活動を行うまでの時間、弁護

士や面会者など他の人に会う時間などの重要な活動を行うための適切なルー

チンから構成される。当局は、礼拝に参加し、宗教者の面会を受けることに

よって信仰する宗教を実践する時間と適切な施設を被収容者に提供しなけれ

ばならない。静かな内省のため私的なスペースを利用できることは、多くの

被収容者に重要である。192入国管理局の収容施設の被収容者は、刑事事件の

服役者のために設計された施設または現在刑事事件の服役者を拘留するため

に使用されている施設に収容してはならない。193被収容者は、終わりまで彼

らが更生施設にいて、刑務所の囚人服を着ることを義務づけてはならない。

また、面会者との身体的な接触を奪ってはならない。また、矯正施設にいる

かのように処遇してはならない。 
刑務所集団を対象とした長い研究の歴史により、監禁された集団の健

康と福祉を保護する方法の十分な知識が蓄積されている。194監禁施設の研究

は、健康と福祉に対するリスクをもたらすいくつかの要素を特定している。

たとえば、剥奪と過密状態は、監禁された集団のあいだで自殺のリスク、感

染症のリスクを劇的に高めることが示されている。195この点については適切

な医療、精神医療へのアクセスが重要である。196尊厳を高め、福祉への影響
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を制限する収容の条件の例は、コラム 18「スウェーデン」で見ることができ
る。 
 
 
コラム 18：尊厳と福祉を尊重する収容条件を整備している例－スウェ
ーデン  
 
個人のスクリーニングと評

価  
コミュニティ環境の評価  必要な場合に適用する条件  

法的義務  ケース・マネジメント 当事者の誓約 
身元、健康、セキュリティ 法的助言 モニタリング 
脆弱性 基本ニーズを満たす能力 監督 
個別ケース要因 証明文書 集中的なケース解決 

  否定的影響 
 

スウェーデンでは、最終的に在留資格が認められずスウェーデンから

出国しなければならないにもかかわらずそれに服さなかった外国人を強制送

還するプロセスにおいて使用されている。197収容センターは、小さな、閉鎖

型宿泊センターのように運営されている。居住者は、施設内を自由に動き回

ることができる。ベッドルームは、2から 4人で共有されている。テレビの
あるラウンジスペース、インターネットにアクセスできるコンピュータ室と

ジムがある。ほとんどの部屋は、窓越しに庭を見ることができる。中心の中

庭への立入には監督員が付き、その中庭は屋外につながっている。居住者は

携帯電話を使うことができる、しかし、カメラを内蔵した携帯電話は所持す

ることはできない。スタッフは、クライアントと尊厳と尊重の文化を築くよ

う努力している。スタッフは、警備員の制服を着ておらず、武器も携帯して

いない。子ども用のテーブル、椅子、ラウンジ、おもちゃが備わっている面

会室がある。２つの地元の NGOが、これらのセンターに自由に訪問でき、
被収容者を支援し、さらなる活動を提供して、収容条件を非公式にモニタリ

ングしている。国際的なオブザーバーは、これらの条件を非常に高い水準で

あると評価している。198  
 
 
行動管理を含めた処遇 
 

被収容者の経験と福祉に対するスタッフと警備員の影響は決定的であ

る。199被収容者の他の人との接触レベルは非常に制限され、したがって、ス

タッフとの関係が、彼らの社会生活の経験の中心となる。200収容センターの

スタッフは、被収容者が、監禁されているあいだ安全に、そして尊厳をたも

って暮らすことを可能にする尊重の文化を涵養するうえで不可欠な役割を果

たす（コラム 18「スウェーデン」参照）。201NGOその他の訪問者が定期的
かつ、独立した立場でセンターを訪ねることにより、この分野でのスタッフ

の努力を後押しすることができる。この訪問により、監視されていない施設

であれば危惧される権力の濫用も制限することができる。202非人間的な取扱

いを防止するための追加措置としては、物理的制圧手段や薬品による制圧に
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対する制限、有給あるいは無給の労働力として被収容者を利用することに対

する制限などがある。203 
被収容者の間で秩序を乱す対応に苦慮する行動が見られた場合の対応

の在り方は、精神衛生への影響を制限する観点から人道的なものでなければ

ならない。その副作用が相当でありえると想定すれば、処罰形態または集団

管理形態として独房監禁を使用する戦略は特に懸念される。204自傷行為や自

殺未遂に対する対応としては、これは特に不適当である。 
 

情報、外部世界へのアクセス 
 

収容した被収容者には、ただちに収容された理由、司法審査手続、放

免されるための条件などに関する十分な情報を彼らが理解できる言語および

形式で提供しなければならない。この点について法的助言へのアクセスは決

定的に重要である。被収容者は、通常の社会生活から切り離されるため、社

会的孤立は、ほとんどの被収容者にとって深刻な問題である。205 
被収容者の社会心理的健康を維持するには、愛する人々との意味があ

る社会的接触を保持する必要がある。そのための手段としては、電話、携帯

電話、電子メール、インターネットなどの電気通信技術へのアクセスを確保

すること、家族または親類に被収容者の所在が分かるようにすること、家族

と地元のコミュニティから離れた施設への移送を制限すること、訪問者がア

クセスしやすいよう、収容施設をあまり遠隔地に設置しないこと、子どもの

いない夫婦は適切な条件下で一緒に暮らせるようにすることなどがある。 
また、NGOその他の組織に支援、援助を求められるよう、あるいは放

免や出身国への帰還の計画を立てるため、外界との接触を促進しならなけれ

ばならない。たとえば、インターネットへのアクセスは、出身国への帰還に

対する準備にとって重要な手段といえる。 
また、被収容者は、テレビ、ラジオ、新聞とインターネットへのアク

セスを通してメディアや放送番組への定期的なアクセスを通じて社会との関

わりを維持できなければならない。この種のアクセスの例については、コラ

ム 18「スウェーデン」参照。 
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5. 考察と結論  
 

本研究は、難民認定申請者、難民、非正規国際移住者が、それぞれの

国際移住資格が決定されるまでのあいだ、あるいは強制送還または退去を待

っている間、移動の自由を保証されてコミュニティにとどまることを許す法

律、政策、実務を列挙し、紹介してきた。この実際的アプローチの背景とな

るのは、人権枠組みと苦痛を最小限にしたいという配慮であるが、コンプラ

イアンス、時宜を得たケース解決、コスト面からみた政府の正当な管理上の

懸念もこのアプローチを形づくる要素であった。そのようなアプローチを取

ることで、本研究は、不必要な収容を防止し、収容期間を短縮するさまざま

な戦略が存在することを確認するとともに、コミュニティ環境でのケース・

マネジメント・プログラムの有効性に影響を及ぼす鍵となる要素も概観した。 
得られた知見は、コミュニティ評価・居住（CAP）モデルにまとめら

れた。CAPモデルは、政府が不必要な収容を防止し、収容が最終手段として
限定的に適用されるようにするために取ることができる 5つの措置から構成
されている。収容は必要ではないと推定することが、最終手段としてのみ適

用されることを確保するための第一歩である。第二段階は、各ケースのニー

ズ、強み、リスクおよび脆弱性を特定するために、個別スクリーニングおよ

び評価によって対象を分類することである。第三段階は、コミュニティにお

ける個別の文脈を理解し、対象者が入管手続に関与し続けることの助けとな

り得るあらゆる支援を特定するために、コミュニティ環境を評価することで

ある。第四段階として、コミュニティ環境を強化し、特定された懸念を緩和

するために、報告要件や監督といった更なる条件が導入され得る。個別ケー

スにおいてこれらの条件が不十分であると証明された場合、司法審査や期間

の制限を含む国際基準に合致した収容が例外的な事案における最終手段とな

り得る。 
 

5.1便益  
 

本研究は、収容の適用を制限し、コミュニティベースの管理選択肢を

優先させることのさまざまな便益を特定した。具体的には、次のような便益

が期待される。 
 

• 高い順守率を維持できる 
• 収容よりもコストが低い 
• 不当な収容や訴訟を減らすことができる 
• 過密状態と長期の収容を減らすことができる 
• 不許可ケースの自主帰還率を高めることができる 
• 人権を尊重、保護し、実現できる 
• 認定されたケースの統合状況を改善できる 
• クライアントの健康と福祉を向上できる 

 

これらの結果すべてについて一貫したデータが得られているわけではない

が、利用可能なデータは報告書全体を通じて紹介した。コンプライアンス、

コスト、健康と福祉という 3つの重要分野については、以下で詳述する。 
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順守率 
 

コミュニティ管理プログラムは、幅広い集団において高い順守率を維

持することが示された。目的国において最終的なビザや地位の決定を待って

いる人々についてのデータが最も信頼できる。セクション 3.2に示したよう
に、13のプログラムから得られた証拠を照合した最近の研究では、最終結果
を待っている難民認定申請者および非正規国際移住者の両方について、順守

率は 80％から 99.9％であった。206 たとえば、米国において、2003年度に、
移動の自由に対する規制を課されなることなく自立してコミュニティに住ん

でいる難民認定申請者のうち、新たな条件を課されることなく移民裁判官に

よる審理に出頭した難民認定申請者の比率は 85％以上に達した。207放免され

監督下に置かれた混成被収容者グループを対象としたカナダの保証プロジェ

クトは、2009年度、96％以上の高い順守率を保持した（コラム 14）。英国の
パイロット・プロジェクトでは、サンプル・サイズが小さく統計学的に有意

な結論を導くにはいたらなかったものの、法的助言の使用が順守率を下支え

するのが観察された（コラム 7）。目指した目的地にいない場合でも、当事
者が彼らの基本的ニーズを満たすことができ、将来の可能性に期待が持て、

収容や強制送還の恐れがないかぎり、コミュニティ内居住は、多くの場合有

効と思われる。たとえば、香港では、認定された難民や拷問からの保護を求

めている者は同国での恒久的資格を得られないにもかかわらず、コミュニテ

ィ内の難民認定申請者及び拷問被害認定申請者の間で 97％の順守率を達成し
ている（コラム 5）。 

また、本調査は、出国に直面しているグループを対象としたプログラ

ムで高い順守率が達成されることを明らかにした。米国でヴェラ司法研究所

が運営した集中的監督パイロットでは、最終命令に対する順守率がほぼ二倍

になった。保証書または仮釈放で放免された対照群における順守率は 38％で
あったのに対し、集中的監督プログラムに参加した者の順守率は 69％であっ
た（コラム 11）。この集団を対象としたオーストラリアのパイロット・プロ
ジェクトでは、当局に対する約束の順守率は 93％であった。さらに、オース
トラリアに在留するためのビザを与えられなかった人々の 60％は、オースト
ラリアに長い期間滞在し、帰国にあたっても大きな障害があったにもかかわ

らず自立的出国または自主出国した（コラム 12）。スウェーデンでは、難民
として認められなった難民認定申請者の出国率は 82％であったと報告されて
いる（コラム 9）。ベルギーでは、収容と強制退去の対象となり得る家族で
82％の順守率が見られた（コラム 13）。これらの数字は、コミュニティ管理
プログラムがさまざまな集団で相当程度高い順守レベルを維持できることを

示している。 
 

コスト面での便益 
 

本報告書で述べたように、コミュニティ評価・居住モデルには、大き

なコスト面の便益もある。208 ビザ申請処理時間の短縮がないとしても、コミ
ュニティ環境で管理されることができるならば、必然的にコストは削減され
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る。不必要な収容ケースを回避する、あるいは収容期間を短縮することが収

容にともなうコストを削減するうえで鍵となる戦略である。 
本報告書で紹介したコミュニティ管理プログラムは、収容よりもはる

かに安上がりに運営できた。節約額は 1日につき一人当り 49米ドル（コラム
11）、86豪ドル（コラム 12）、167カナダドル（コラム 14）であった。より
効率的なシステムなら、運営費全体を改善することもできるが、これらは計

算がもっと難しくなるかもしれない。英国（コラム 7）で見られるように、
国際移住プロセスの早い段階で良質な法的助言を提供することで、不服申し

立て件数が減少し、100件あたり平均 47,205.50ポンド節約できた。職員同行
送還に比べ自主出国支援のほうが大きな節約効果が得られることも明白であ

る。ある政府担当者は、欧州連合の国家間での自立的出国または自主出国の

支援１件あたりの費用を 300ユーロから 600ユーロと試算している。これに
対し職員同行送還は最大 1,500 ユーロの費用が必要になるという。209同様に、

オーストラリア政府は、支援を受けてコミュニティから自立的出国または自

主帰還した場合の費用は「尋常でない」額であり、「居所特定・収容・退

去」ケースのコストに比べおよそ 3分の 1、5,000ドルに対しおよそ 1,500ド
ルであったと報告している。210また、CAPモデルは、不当な収容ケースや恣
意的収容ケースを防止、低減し、それによって多額の費用を要する訴訟を回

避する政府の努力を支援できる。たとえば、英国では、移民が不当に収容さ

れていたと証明されたケースにおいて、過去 3年で 112人に対し 200万ポン
ド以上が支払われた。これには、付随する訴訟費用は含まれていない。211  
  

健康と福祉の保護 
 

健康と福祉の保護は、本報告書に含まれるいろいろなメカニズムの成

功を評価するのに使用される第 3の鍵となる要素である。入管収容と比較し
た場合、コミュニティ管理プログラムが健康と福祉面で良好な結果が得られ

ると思われる理由がいくつか存在する。入国管理当局からの結果を待ってい

るすべての人々は、自身の将来が見通せないということにともなうストレス

と不安を経験する場合がある。212コミュニティでの管理によって将来に対す

る不安が取り除かれることはないが、これまでの研究は、現に収容されてい

る、あるいは過去に収容経験がある人は収容経験のない対照グループに比べ、

健康と福祉面で有意に悪化していると報告している。213隔離、著しい不正を

被っているという意識、信頼関係の瓦解、社会から監禁といった、収容に特

有の心に傷を残す経験は、回避できる可能性が高い。214収容による子どもの

知的、情緒的発達への影響も、収容施設で監禁の代わりに、コラム 3「ハン
ガリー」とコラム 13「ベルギー」で紹介したようなコミュニティ・プログラ
ムが使用されれば、同じように避けることが可能である。コミュニティにお

ける適切な管理は、人権を保護し、福祉を向上させると考えられる。これは、

在留資格が付与された当事者たちにとっては、彼らが社会に十全に貢献でき

る下地であり、帰還などの困難な将来に立ち向かう場合にも立ち向かう力を

与える。215 
 

 
5.2考察  
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コミュニティ評価・居住モデルは、非正規国際移住者および難民認定

申請者を管理する際に政府が直面する問題に、これという解決策を提供する

ことを意図したものではない。むしろ、この困難な政策分野で前進していく

さまざまな方法を模索する試みと言える。CAPモデルは、議論の枠組みを用
意し、おもな問題について共通の理解を深めることに役立てることができる。

また、現在の実施の実際例は、コミュニティ管理を通じた収容削減が達成可

能であり、さまざまな当事者にとって有益であることを実証している。 

「方法」セクションで述べたように、既存の政策をさらに詳しく研究、

評価することで、将来の政策策定に向けたさらに強固な基盤を築くことがで

きる。とりわけ、本報告書で報告した知見の適用は一定の文脈で限られてい

るかもしれないが、個別評価を通じて不必要な収容を防止し、コミュニティ

ベースの代替措置を優先するという原則はなお有効である。これらの限界に

もかかわらず、各国政府は、領域内にとどまる難民認定申請者、難民、非正

規国際移住者の多様性に配慮した対応をいくらかなりとも前進させることが

できる。  
本報告書は、収容の問題に対しプラス面重視のアプローチを採用し、

移動の自由を最大限尊重する、あるいは収容決定に最も高い基準を維持する

法律、政策、プログラムに重点を置いた。こうした理由から、ある国の法律、

政策、実務に他の環境にも導入する価値があると思われるプラス面がある場

合は、その国の収容政策や国際移住政策に問題があると思われる場合にも本

報告書に組み入れた。 

政府が人権を尊重し、難民認定申請者、難民、非正規国際移住者を不

必要な収容から保護する国際移住受入れ制度を整備することが極めて重要で

はあるが、本報告書は、NGOが独自に、あるいは政府当局と協力して代替措
置を発案し、提供する機会も強調した。本報告書は、政府と NGO両方が建
設的な変化の実現に向けて取り組める分野を指摘しようと試みた。 

 
5.3結論  
 
国境管理責任を全うできる形で、非正規国際移住の問題について行政運営に

当たりつつ、同時に非正規国際移住者および難民認定申請者を人道的で尊厳

ある方法で管理することは、統治者にとって困難を伴うかも知れない。証拠

に基づいて公平かつ効果的な形で国際移住者を管理しようとする政策も、国

家主権と国境管理の問題を取り巻く政治力学により退けられる場合がある。

本研究は、政府とコミュニティの期待に応えながら、不必要な収容を防止し、

難民認定申請者、難民、非正規国際移住者の権利と尊厳を保護する収容代替

措置選択肢を提供するために使用されるさまざまなメカニズムを特定し、紹

介している。CAPモデルで概観したように、本報告書で紹介した政策は、あ
まり収容に頼らないメカニズムを通じて入国管理法を実施するためにさまざ

まな国で現在実施されている。そのような標的を定めた施行方法により、自

国領域内にいる多様な非正規国際移住者や難民認定申請者の集団に洗練され

た形で対応することができる。 
 非正規な国際移住への対応は、行政機関の日常的な問題である。この

ハンドブックが示すように、効果的な法律と政策、明快なシステムとそれに
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もとづく優れた実践があれば、難民認定申請者、難民および非正規国際移住

者のマネジメントは、ほとんどの場合コミュニティのなかで行うことができ

る。収容されているまたは収容のリスクにさらされている一人ひとりのケー

スについてスクリーニングと評価を行い、必要に応じてコミュニティのなか

で適当な支援と条件を導入する方法を学ぶことによって、当局は、ほとんど

の場合、収容にともなう経済的、人的コストを負うことなく、コミュニティ

のなかでこれらの人々を管理できるようになる。本研究は、現在、さまざま

な状況下において、費用対効果に優れ、信頼性の高い収容代替措置が使用さ

れており、この政策分野の影響を受けるさまざまな当事者にとっても有益で

あることが確認されたことを示している。 
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脚注  
                                                
1興味深いことに、世界人口の中の割合としての国際移民の比率は、過去 50年間に渡って
3％程度で安定した状態を保っている。参考：United Nations Development Programme. (2009). 
Human development report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and development. New York: 
UNDP. 2010年 10月 14日に http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/ から入手。  
2 United Nations Development Programme (2009)前掲（注 1）。 
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